
モ
ン
ゴ
ル
時
代
華
北
地
域
社
會
に
お
け
る

命
令
�
と
そ
の
刻
石
の
�
義

︱
︱
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
活
動
と
そ
の
投
下
領
に
お
け
る
�
眞
敎
の
事
業
︱
︱

舩

田

善

之

は

じ

め

に

一

ダ
ー
リ
タ
イ
家
後
裔
諸
王
の
令
旨
二
�
と
投
下
領

二

二
�
の
令
旨
の
發
令
年

三

ダ
ー
リ
タ
イ
の
事
跡
の
敍
述
と
後
裔
諸
王
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
本
領

四

二
�
の
令
旨
の
價
値
と
特
�

五

令
旨
と
そ
の
刻
石
立
碑
の
機
能
と
地
域
社
會
に
お
け
る
影



お

わ

り

に

は

じ

め

に

本
稿
の
目
�
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
寧
海
州

(現
在
の
山
東
省
�
臺
市
・
威
海
市
一
帶
)
の
石
刻
�
料
の
分
析
を
�
じ
て
︑
同
地
域
に
お
け
る
︑

モ
ン
ゴ
ル
諸
王
・
�
士
・
地
方
官
の
相
互
關
係
の
一
端
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
な
か
で
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る
華
北
瓜
治
の
特
�
の
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一
つ
を
な
す
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
命
令
�
に
焦
點
を
當
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
命
令
�
の
發
令
と
そ
の
刻
石
が
地
域
社
會
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
�
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

モ
ン
ゴ
ル
時
代
︑
征
�
地
と
そ
の
權
益
は
︑
�
國
の
瓜
治
層
を
形
成
し
た
テ
ム
ジ
ン

T
em
ü
ȷ̌in
(チ
ン
ギ
ス
=
ハ
ン

Č
inggis
qan)
の
一
族
・

姻
族
・
功
臣
に
分
配
さ
れ
た
︒
彼
ら
の
&
領
は
﹁
投
下
領
﹂
と
總
稱
さ
れ
︑
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
'
(
を
解
�
す
る
重
)
な
關
鍵
と
し
て
硏
究
が

+
め
ら
れ
て
き
た(1

)
︒﹁
投
下
﹂
と
は
︑
漢
語
に
起
源
す
る
�
料
用
語
で
︑
テ
ム
ジ
ン
の
一
族
・
姻
戚
・
功
臣
と
い
っ
た
-
牧
領
.
自
身
と
そ
の

麾
下
の
-
牧
集
團
︑
&
領
・
屬
民
を
指
す(2

)
︒
松
田
孝
一

(一
九
七
八
)
は
︑
領
.
が
漢
地(3

)
の
投
下
領
に
對
し
て
直
接
の
瓜
治
・
課
稅
の
實
權
を

も
た
ず
︑
收
入
の
一
部
を
0
領
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
批
1
�
に
檢
證
し
︑
稅
役
�
收
に
つ
い
て
は
留
保
し
つ
つ
も
︑
そ
の
瓜
2

權
が
名
目
�
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
杉
山
正
�
(一
九
九
三
)
は
︑
投
下
が
﹁
東
方
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
荏
配
を

解
�
す
る
鍵
﹂
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
硏
究
が
十
分
に
深
3
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
﹁
實
態
論
へ
の
糸
口
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
﹂

(杉
山
正
�

一
九
九
三
︑
一
八
八
頁
)
こ
と
を
擧
げ
︑
ジ
ョ
チ
=
ハ
サ
ル

J̌o
či
Q
asar
家
に
關
わ
る
令
旨
碑
を
起
點
と
し
て
︑
漢
地
に
お
け
る
投

下
領
荏
配
の
實
態
の
一
端
を
提
示
し
た
︒
こ
の
硏
究
を
0
け
︑
ま
た
杉
山
正
�
(
一
九
九
〇
a
)
が
提
唱
す
る
﹁
モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
の
總
合
�

硏
究
﹂
の
潮
液
の
中
で
︑
石
刻
�
料
を
活
用
し
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
投
下
領
に
關
す
る
硏
究
が
展
開
さ
れ
て
き
た(4

)
︒

筆
者
の
硏
究
も
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
一
:
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
硏
究
へ
の
貢
獻
︑
;
び

モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
投
下
領
荏
配
の
實
態
解
�
に
加
え
て
︑
そ
の
荏
配
が
投
下
領
の
地
域
社
會
に
與
え
た
影


に
つ
い
て
も
議
論
し
た
い
︒
こ
れ

ま
で
の
硏
究
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
上
部
'
(
や
諸
王
の
荏
配
の
あ
り
方
に
重
點
が
置
か
れ
て
き
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ

れ
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
國
家
'
(
や
そ
の
荏
配
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
<
ら
れ
る
べ
き
視
座
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
モ
ン
ゴ
ル
の

荏
配
が
そ
の
領
域
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
と
い
う
問
題
も
ま
た
モ
ン
ゴ
ル
�
國
�
硏
究
に
お
い
て
重
)
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
の

荏
配
を
相
對
�
か
つ
總
體
�
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
投
下
領
の
地
域
社
會
に
も
焦
點
を
當
て
る
視
座
が
不
可
缺
と
な
る
は
ず
で
あ
る(5

)
︒

以
上
の
硏
究
蓄
積
と
筆
者
の
問
題
�
識
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
寧
海
州
の
石
刻
�
料
︑
特
に
ダ
ー
リ
タ
イ
=
オ
ッ
チ
ギ
ン
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D
aγ

aritai
O
d
čigin
の
後
裔
諸
王
の
令
旨
碑
二
�
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
彼
ら
の
活
動
と
そ
れ
が
彼
ら
の
投
下
領
で
あ
っ
た
寧
海
州
の

社
會
に
與
え
た
影


を
考
察
す
る
︒
そ
の
論
點
と
し
て
︑
以
下
の
五
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一
に
︑
こ
の
令
旨
二
�
が
い
つ
發
令
さ

れ
た
の
か
︒
第
二
に
︑
こ
の
令
旨
二
�
に
よ
っ
て
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
と
そ
の
後
裔
諸
王
の
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
怨
知
見
が
得
ら
れ
る
の
か
︒

こ
の
問
題
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
と
そ
の
後
裔
の
モ
ン
ゴ
ル
�
國
に
お
け
る
政
治
�
立
場
と
も
深
く
關
わ
っ
て
く
る
︒
第
三
に
︑
こ
の
令
旨
は
︑
ど

の
よ
う
な
時
代
背
景
の
下
で
發
令
さ
れ
た
の
か
︒
第
四
に
︑
こ
れ
ら
の
令
旨
の
書
式
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
の
體
系
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
︒
第
五
に
︑
命
令
�
の
發
令
と
そ
の
刻
石
立
碑
は
︑
地
域
社
會
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
�
味
を
も
っ
た
の
か
︒
こ
れ
ら
の

問
題
を
議
論
し
つ
つ
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
華
北
荏
配
の
實
宴
へ
の
接
B
を
試
み
た
い
︒

一

ダ
ー
リ
タ
イ
家
後
裔
諸
王
の
令
旨
二
�
と
投
下
領

本
稿
の
基
本
�
料
と
な
る
の
は
︑﹁
ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン

Q
alqan
(哈
魯
罕
)
大
王
令
旨
碑
﹂・﹁
イ
ヌ
年
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル

Ism
ā‘īl

(亦
思
馬
因
)
令
旨
碑
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
︑
ウ
マ
年
七
H
四
日
︑
イ
ヌ
年
七
H
十
七
日
に
發
令
さ
れ
た
︒
筆
者
は
︑
す
で
に
舩
田
善
之

(二

〇
一
一
b
︑
一
三
～
一
六
頁
)
で
原
石

(斷
片
が
現
存
)
の
實
見(6

)
に
基
づ
い
た
基
本
I
報
と
錄
�
を
提
示
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
そ
の
錄
�(7

)
に
基
づ

い
て
︑
譯
�
を
提
示
し
︑
考
察
を
+
め
る
こ
と
と
す
る
︒

｢ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
碑
﹂
の
現
代
日
本
語
譯
は
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒

皇
�
の
福
廕
の
も
と
に
︑
ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
︒
寧
海
州
の
ダ
ル
ガ

daruγ

_a
に
︑
管
民
の
官
人
た
ち
に
︑
�
士
を
管
2
す
る
頭
目

た
ち
に
︹
言
っ
て
聞
か
せ
る
令
旨
︺
︒
我
ら
に
屬
す
る
城
市
で
あ
る
寧
海
州
の
地
の
︑
大
崑
姶

嵛
山
の
東
祖
庭
で
あ
る
�
霞
洞
の
神
淸
宮
と
い

う
名
S
の
�
觀
で
T
持
を
務
め
る
靜
淵
�
德
大
師
・
�
正
の
孫
�
衍
と
い
う
名
S
の
�
士
が
そ
の
�
觀
で
V
宴
を
整
え
︑
殿
宇
を
築
(
し

た
︒
こ
の
よ
う
に
勤
勉
で
あ
っ
た
た
め
︑
令
旨
を
與
え
た
の
だ
︒
皇
�
・
皇
后
・
諸
王
に
福
を
祈
っ
て
長
壽
を
祝
せ
︒
誰
で
あ
っ
て
も
︑

彼
ら
に
對
し
て
騷
ぎ
を
起
こ
し
た
り
︑
欺
い
て
[
げ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
︒
彼
ら
に
屬
す
る
宮
觀
で
あ
る
神
淸
宮
・
淸
陽
觀
の
石
人
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埠
・
栲
栳
山
・
石
門
口
の
土
地
・
田
莊
・
山
林
は
︑
何
で
あ
っ
て
も
︑
人
々
は
處
分
し
た
り
︑
奪
い
取
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
︒
孫
�

衍
だ
け
に
管
理
さ
せ
よ
︒
我
が
令
旨
に
\
う
な
︒
\
う
人
ら
は
︑
恐
れ
な
い
の
で
あ
る
か
︒
我
が
令
旨
は
︑
ウ
マ
年
七
H
初
四
日
に
︑
黑

龍
江
に
い
る
時
に
書
い
た
︒

^
に
︑﹁
イ
ヌ
年
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
碑
﹂
の
現
代
日
本
語
譯
を
揭
げ
る
︒

皇
�
の
福
廕
の
も
と
に
︑
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
︒
寧
海
州
の
ダ
ル
ガ
・
官
人
た
ち
に
︑
人
々
に
言
っ
て
聞
か
せ
る
令
旨
︒
崑

姶

嵛
山
に
あ
る
�
霞
洞
神
淸
宮
に
︑
以
S
︑
丘
神
仙
︹
丘
處
機
︑
長
春
眞
人
︺
が
や
っ
て
來
た
︒
`
四
仙
姑
が
い
た
︒
彼
女
は
以
S
德
行
が
高

か
っ
た
の
で
︑
彼
女
に
寓
眞
a
3
順
�
眞
人
`
守
�
の
名
S
を
贈
っ
て
與
え
た
︒
こ
の
�
士
た
ち
に
令
旨
を
與
え
た
の
だ
︒
こ
の
隨
處
の

宮
觀
の
德
行
が
あ
っ
て
c
實
な
�
士
た
ち
︑
さ
ら
に
別
の
宮
觀
に
い
る
�
士
た
ち
に
︑
�
霞
洞
で
と
も
に
石
を
立
て
さ
せ
よ
︑
と
言
っ
て

令
旨
を
與
え
た
の
だ
︒
イ
ヌ
年
七
H
十
七
日
に
︑
上
都
に
い
る
時
に
書
い
た
︒

ハ
ル
ハ
ン
と
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
は
︑
と
も
に
テ
ム
ジ
ン
の
叔
父
ダ
ー
リ
タ
イ
=オ
ッ
チ
ギ
ン
の
玄
孫
に
あ
た
る
︒﹃
南
村
輟
e
錄
﹄
卷
一
﹁
大

元
宗
室
世
系
﹂
;
び
﹃
元
�
﹄
卷
一
〇
七
・
表
第
二
﹁
宗
室
世
系
表
・
答
里
眞
位
﹂
に
は
︑﹁
答
里
眞
﹂
す
な
わ
ち
ダ
ー
リ
タ
イ
=オ
ッ
チ
ギ
ン

の
玄
孫
の
世
代
四
人
の
中
に
﹁
哈
魯
罕
王
﹂﹁
寧
海
王
亦
思
蠻
﹂
の
名
が
擧
げ
ら
れ
る
︒
亦
思
蠻
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
別
表
記
で
あ
る(8

)
︒

ダ
ー
リ
タ
イ
家
は
﹁
太
祖
叔
答
里
眞
官
人
位
﹂
と
し
て
寧
海
州
に
一
萬
戶
の
投
下
領
を
&
g
し
て
い
た
こ
と
が
︑﹃
元
�
﹄
卷
九
十
五
・
志
第

四
十
四
﹁
食
貨
三
・
歲
賜
﹂
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑﹃
元
�
﹄
卷
二
・
本
紀
第
二
﹁
太
宗
・
太
宗
八
年
七
H
﹂
が
傳
え
る
い

わ
ゆ
る
﹁
丙
申
年
分
撥
﹂
(一
二
三
六
年
︑
オ
ゲ
デ
イ

Ö
gedei
の
命
令
に
よ
る
漢
地
投
下
領
の
分
與
)
に
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
へ
の
分
與
が
記
さ
れ
て

い
な
い
︒
松
田
孝
一

(二
〇
一
〇
a
)
は
︑
一
二
三
六
年
に
分
與
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
わ
ず
か
な
戶
數
で
あ
っ
た
は
ず
で
︑
寧
海
州

に
一
萬
戶
の
投
下
領
が
設
定
さ
れ
た
の
は
フ
ビ
ラ
イ

Q
ubilai
の
時
代
で
あ
っ
た
と
す
る
重
)
な
知
見
を
提
出
し
た
︒
本
稿
も
こ
の
見
解
に
從

う
も
の
で
あ
る
︒

舩
田
善
之

(二
〇
一
一
b
︑
一
一
～
一
三
頁
)
で
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
碑
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
中
華
民
國
二
十
五
年

(一
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九
三
六
)
序
﹃
牟
k
縣
志
﹄
卷
十
﹁
�
獻
志
四
・
雜
志
・
軼
事
・
元
代
令
旨
﹂
に
�
�
が
移
錄
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
石
刻
�
料

怨
l
﹄
第
三
輯
第
二
十
七
册

(臺
北
︑
怨
�
豐
出
版
社
︑
一
九
八
六
年
)
に
收
め
ら
れ
る
﹃
牟
k
金
石
志
﹄
は
︑﹃
牟
k
縣
志
﹄
卷
九
﹁
�
獻
志
・

金
石
﹂
の
み
を
對
象
と
す
る
に
止
ま
っ
た
た
め
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
碑
は
﹃
石
刻
�
料
怨
l
﹄
か
ら
漏
れ
て
し
ま
っ
た
︒
ま
た
︑
他
の
金
石

志
・
地
方
志
・
�
料
集
成
も
こ
の
二
�
の
令
旨
碑
に
言
;
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
り
︑
長
く
硏
究
者
の
目
に
と
ま
る
こ

と
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
B
年
に
な
っ
て
︑
王
宗
昱
(二
〇
〇
五
︑
一
六
︑
六
三
頁
)
が
﹃
牟
k
縣
志
﹄
に
依
據
し
て
兩
令
旨
の
錄
�
を
�
料
集
に
收
錄
し

た
こ
と
に
よ
り(9

)
︑
硏
究
者
の
n
目
を
喚
起
す
る
に
至
る
︒
張
廣
保

(二
〇
〇
八
b
︑
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
)
が
こ
の
二
�
の
令
旨
を
利
用
し
て
お

り
︑
筆
者
も
本
稿
の
骨
子
と
な
る
學
會
發
表
を
行
っ
た(10

)
︒
王
宗
昱
の
廣
範
な
�
料
の
o
搜
に
敬
�
を
表
し
た
い
︒
な
お
︑
張
廣
保
は
︑
モ
ン
ゴ

ル
諸
王
が
�
眞
敎
を
保
護
・
信
奉
し
た
事
象
を
考
察
の
.
眼
に
置
い
て
い
る
た
め
︑
そ
の
事
例
と
し
て
揭
げ
︑
�
眞
敎
東
華
宮
と
寧
海
王
の
家

系
の
閒
に
緊
密
な
關
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
︒
本
稿
は
︑
張
廣
保

(二
〇
〇
八
b
︑
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
)
が
考
察

對
象
と
し
な
か
っ
た
︑
令
旨
の
發
令
年
の
比
定
;
び
碑
刻
・
�
書
と
し
て
の
分
析
・
檢
討
を
行
っ
た
上
で
︑
そ
の
硏
究
を
發
展
さ
せ
る
こ
と
も

目
�
と
し
て
い
る(11

)
︒

二

二
�
の
令
旨
の
發
令
年

本
違
で
は
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
の
發
令
年
代
を
比
定
す
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
瓜
治
層
の
命
令
�(12

)
の
う
ち
︑
モ
ン
ゴ
ル
語
で
發
せ
ら
れ
︑
モ

ン
ゴ
ル
語
直
譯
體(13

)
と
い
う
獨
自
の
q
譯
�
體
で
q
譯
さ
れ
た
命
令
�
書
は
︑
紀
年
に
元
號
が
冠
せ
ら
れ
ず
紀
年
が
十
二
荏
の
み
で
あ
る
場
合
が

多
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
作
業
が
ま
ず
必
)
と
な
る
︒

ま
ず
︑
ハ
ル
ハ
ン
と
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
に
關
す
る
基
本
�
な
I
報
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
�
り
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
彼
ら
は
と
も
に
ダ
ー
リ

タ
イ
の
玄
孫
で
あ
り
︑
テ
ム
ジ
ン
か
ら
み
る
と
曾
孫
の
世
代
に
當
た
る

(系
圖
參
照
)
︒
こ
の
家
系
の
當
該
世
代
は
︑
l
纂
�
料(14

)
に
基
づ
け
ば
︑
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ハ
ル
ハ
ン

(哈
魯
罕
王
)
︑
イ
ス

マ
ー
イ
ー
ル

(寧
海
王
亦
思
蠻
)
︑

バ
ー
ト
ル

B
aγ

atur
(寧
海
王
拔

都
兒
)
︑
ア
ハ
イ

A
qai
(寧
海
王

阿
海
)
の
四
人
兄
弟
で
あ
っ
た
︒

第
二
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
孫
で

あ
り
︑
か
つ
ハ
ル
ハ
ン
;
び
イ

ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
祖
父
に
當
た

る
フ
フ
チ
ュ

K
ökö
čü
は
︑﹃
元

�
﹄
で
は
︑
中
瓜
三
年

(一
二

六
二
)
に
擧
兵
し
た
李
璮
の
鎭

壓
に
w
x
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
ほ
か
︑
至
元
九
年

(一
二
七
二
)
の
記
事
に
現
れ
て

い
る(15

)
︒
第
三
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ

の
曾
孫
で
あ
り
︑
ハ
ル
ハ
ン
;

び
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
父
に
當

た
る
イ
ェ
ル
ゲ
ン

*Y
ergen

(也
里
干
)
は
︑﹃
元
�
﹄
本
紀
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か
ら
︑
至
元
二
十
年

(一
二
八
三
)
～
大
德
元
年

(一
二
九
七
)
(あ
る
い
は
大
德
六
年

(一
三
〇
二
))
ま
で
の
活
動
が
確
{
で
き
る
︒
ま
た
︑
こ

れ
ら
の
�
料
か
ら
︑
遲
く
と
も
一
二
九
六
年
以
影
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
中
央
方
面
に
出
鎭
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る(16

)
︒
第
四
に
︑
管
見
の
限
り
︑

ハ
ル
ハ
ン
は
︑﹃
南
村
輟
e
錄
﹄
卷
一
﹁
大
元
宗
室
世
系
﹂
;
び
﹃
元
�
﹄
卷
一
〇
七
・
表
第
二
﹁
宗
室
世
系
表
・
答
里
眞
位
﹂
と
こ
の
令
旨

以
外
の
同
時
代
�
料
に
は
見
あ
た
ら
な
い
人
物
で
あ
る
︒
第
五
に
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
は
︑
至
元
三
十
一
年

(
一
二
九
四
)
十
二
H
に
︑
卽
位

直
後
の
テ
ム
ル

T
em
ür
か
ら
下
賜
を
0
け
て
い
る(17

)
︒
第
六
に
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
弟
と
思
わ
れ
る
バ
ー
ト
ル
は
︑
}
祐
五
年

(一
三
一
八
)

に
寧
海
王
と
し
て
金
印
を
0
領
し
て
い
る(18

)
︒

以
上
か
ら
︑
ま
ず
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
が
令
旨
を
發
令
し
た
時
�
を
お
お
よ
そ
�
り
�
む
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
自
身
が
ハ
ー
ン

Q
aγ

an
よ
り
下
賜
を
0
領
し
た
一
二
九
四
年
十
二
H
を
中
心
と
す
る
�
閒
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
弟
の
バ
ー
ト
ル
が
寧
海
王
を
襲
封
し
た
と
考

え
ら
れ
る
一
三
一
八
年
三
H
よ
り
以
S
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
實
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
當
.
と
し
て
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
&
領
を
預

か
る
立
場
と
し
て
令
旨
を
發
令
し
た
と
い
う
S
提
に
立
つ
な
ら
ば
︑
イ
ェ
ル
ゲ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
中
央
部
へ
出
鎭
し
た
時
�
(一
二
八
八
年

か
ら
一
二
九
六
年
の
閒
)
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(19

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
發
令
年
は
︑
こ
の
閒
の
イ
ヌ
年
の
一
二
九
八
年
ま
た
は
一

三
一
〇
年
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
高
い
︒

さ
ら
に
︑
地
方
志
に
收
錄
さ
れ
る
二
つ
の
石
刻
�
料
か
ら
重
)
な
I
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一
は
︑
至
治
三
年

(一
三
二
三
)
六
H

﹁
�
元
眞
靜
淸
貧
李
眞
人
�
行
記(20

)
﹂
で
あ
る
︒

大
德
己
亥
歲
︑
欽
蒙
晉
王
令
旨
︑
封
�
元
眞
靜
淸
貧
眞
人
︒
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
至
大
己
酉
歲
︑
益
都
路
宣
慰
使
a
善
王
公
庭
憲
捐
己
a
︑

施
白
金
一
百
兩
︑
添
助
工
費
︒
^
年
庚
戌
春
三
H
︑
欽
0
V
旨
︑
護
持
東
華
宮
︒
當
年
秋
七
H
︑
蒙
寧
海
王
位
下
總
管
忻
都
保
舉
︑
敬
0

寧
海
王
令
旨
︑
護
持
本
宮
︒

大
德
己
亥
の
歲
(大
德
三
年
︑
一
二
九
九
)
︑
晉
王(21

)
の
令
旨
を
欽
ん
で
承
り
︑
�
元
眞
靜
淸
貧
眞
人
に
封
じ
ら
れ
た
︒
⁝
⁝

(
中
略
)
⁝
⁝

至
大
己
酉
の
歲
(至
大
二
年
︑
一
三
〇
九
)
︑
益
都
路
宣
慰
使
の
a
善
︹
大
夫
︺
王
公
庭
憲
は
︑
自
分
の
財
を
な
げ
う
っ
て
︑
白
金
一
百
兩
を
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布
施
と
し
て
提
供
し
︑
工
費
の
補
助
と
し
た
︒
�
年
の
庚
戌
年

(至
大
三
年
︑
一
三
一
〇
)
春
三
H
︑
V
旨
を
欽
し
ん
で
0
け
と
り
︑
東
華

宮
に
も
っ
て
い
っ
た(22

)
︒
同
年
秋
七
H
︑
寧
海
王
位
下
の
總
管
ヒ
ン
ド

Indu
の
推
薦
を
承
り
︑
寧
海
王
の
令
旨
を
敬
し
ん
で
0
け
と
り
︑

本
宮
︹
東
華
宮
︺
に
も
っ
て
い
っ
た
︒

第
二
の
�
料
は
︑
泰
定
五
年

(一
三
二
八
)
三
H
﹁
寓
眞
a
3
順
�
眞
人
`
四
仙
姑
祠
堂
碑(23

)
﹂
で
あ
る
︒

泰
定
四
年
冬
︑
山
東
宣
慰(24

)
同
知
泰
不
花
公
按
治
到
州
︒
公
愛
民
重
�
︑
忠
厚
人
也
︒
拈
香
於
東
華
宮
︑
因
見
石
刻
V
�
寧
海
王
贈
姑
眞
人

令
旨
︑
深
加
嘆
美
︒

泰
定
四
年

(一
三
二
七
)
冬
に
︑
山
東
宣
慰
同
知
タ
イ
=
ブ
ハ

*T
ayi
B
uq_a
(
泰
不
花
)
公
が
按
察
の
た
め
︹
寧
海
︺
州
に
到
來
し
た
︒
公

は
民
を
愛
し
︑
�
を
重
ん
じ
︑
忠
心
の
厚
い
人
で
あ
っ
た
︒
東
華
宮
で
香
を
つ
ま
ん
で
焚
き
︑
石
に
刻
ま
れ
た
わ
が
V
�
の
寧
海
王
が

︹
`
四
仙
︺
姑
眞
人
に
︹
封
號
を
︺
贈
っ
た
令
旨
を
見
た
た
め
︑
深
く
贊
美
を
加
え
た
︒

以
上
か
ら
︑
二
つ
の
事
實
が
わ
か
る
︒
第
一
に
︑
一
三
一
〇
年
七
H
に
寧
海
王
の
令
旨
が
發
令
さ
れ
て
い
た
︒
第
二
に
︑
`
四
仙
姑
に
封
號

を
與
え
た
寧
海
王
の
令
旨
が
︑
一
三
二
七
年
冬
の
段
階
で
︑
東
華
宮
に
石
刻
と
し
て
存
在
し
て
い
た
︒
東
華
宮
は
︑
現
在
の
山
東
省
�
登
縣
に

円
つ
︑
崑
姶

嵛
山
の
�
觀
で
あ
り
︑
永
樂
純
陽
萬
壽
宮

(山
西
省
芮
城
縣
)
と
竝
ぶ
�
眞
敎
の
東
祖
庭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る(25

)
︒

こ
れ
ら
の
�
料
が
言
;
す
る
寧
海
王
の
令
旨
碑
;
び
令
旨
は
︑
發
令
年
H
が
一
致
し
︑
內
容
も
`
四
仙
姑
に
關
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

疑
い
な
く
﹁
ウ
マ
年
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
碑
﹂
そ
の
も
の
と
そ
れ
に
刻
ま
れ
た
令
旨
で
あ
る(26

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
が
令
旨
を

發
令
し
た
イ
ヌ
年
は
︑
庚
戌
年

(至
大
己
酉
年
の
�
年
の
至
大
三
年
)
︑
す
な
わ
ち
一
三
一
〇
年
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
︒

^
に
︑
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
の
發
令
年
の
ウ
マ
年
を
確
定
す
る
直
接
�
な
�
料
は
︑
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
︒
た
だ
し
︑
同
樣
に
︑
令
旨

を
發
令
す
る
立
場
に
あ
っ
た
時
�
を
想
定
す
る
な
ら
ば
︑
一
二
八
八
年
か
ら
一
二
九
六
年
の
閒
の
い
ず
れ
か
の
時
點
よ
り
も
後
︑
弟
の
イ
ス

マ
ー
イ
ー
ル
が
�
料
に
現
れ
る
至
元
三
一
年

(一
二
九
四
)
十
二
H
よ
り
は
早
い
時
�
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
�
も
蓋
然
性
が
高

い
ウ
マ
年
は
︑
一
二
九
四
年
す
な
わ
ち
至
元
三
十
一
年

(甲
午
年
)
で
あ
る
︒
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三

ダ
ー
リ
タ
イ
の
事
跡
の
敍
述
と
後
裔
諸
王
の
モ
ン
ゴ
ル
高
原
本
領

ま
ず
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
事
跡
を
確
{
し
よ
う
︒
彼
は
テ
ム
ジ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
霸
權
を
確
立
す
る
に
至
る
過
�
で
︑
テ
ム
ジ
ン
を
裏

切
っ
て
敵
對
し
た
こ
と
が
︑﹃
集
�
﹄・﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
テ
ム
ジ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
で
霸
權
を
確
立
し
た

際
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
が
0
け
た
處
�
の
記
述
に
つ
い
て
は
︑
兩
者
閒
に
相
\
が
み
ら
れ
る
︒﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
卷
十
・
二
四
二
�
は
^
の
よ
う

に
傳
え
る(27

)
︒

〔チ
ン
ギ
ス
=
ハ
ー
ン
が
︺﹁
ダ
ー
リ
タ
イ
は
ケ
レ
イ
ト
と
一
緖
に
な
っ
た
の
で
目
の
陰
に
隱
し
て
し
ま
お
う
︹
處
𠛬
し
よ
う
︺
﹂
と
言
っ
た
と

こ
ろ
︑
ボ
ー
ル
チ
ュ

B
o’orču
︑
ム
ハ
リ

M
uqali︑
シ
ギ
=
フ
ト
フ

Šigi
Q
utuqu
三
人
が
言
う
の
に
︑﹁
自
分
の
火
を
�
す
よ
う
な
こ
と

で
す
︒
自
分
の
ゲ
ル
を
壞
す
よ
う
な
こ
と
で
す
︒
あ
な
た
の
よ
き
父
の
形
見
で
あ
る
た
だ
一
人
の
あ
な
た
の
叔
父
が
殘
っ
て
い
る
の
で
す
︒

ど
う
し
て
見
�
て
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
︒
彼
が
�
理
を
わ
き
ま
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
置
い
て
下
さ
い
︒
あ
な
た
の
よ
き
父
の

幼
少
時
の
牧
地
の
�
を
︹
一
族
と
︺
と
も
に
上
げ
さ
せ
て
下
さ
い
﹂
と
言
わ
れ
て
︑
�
か
ら
�
が
出
て
臭
う
ほ
ど
に
強
く
言
わ
れ
︑﹁
で
は

そ
の
よ
う
に
﹂
と
言
っ
て
︑
よ
き
父
の
こ
と
を
思
い
︑
ボ
ー
ル
チ
ュ
︑
ム
ハ
リ
︑
シ
ギ
=フ
ト
フ
三
人
の
こ
と
ば
に
從
っ
た
の
だ
っ
た
︒

テ
ム
ジ
ン
が
ダ
ー
リ
タ
イ
を
處
斷
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
︑
三
人
の
側
B
の
取
り
直
し
に
よ
っ
て
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
は
助
命
さ
れ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
︒
側
B
ら
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
を
テ
ム
ジ
ン
の
父

(ダ
ー
リ
タ
イ
の
長
兄
)
イ
ェ
ス
ゲ
イ

Y
esügei
の
幼
少
時
の
牧
地
︹
-
牧
移
動
圈
︺
で

生
活
さ
せ
る
よ
う
提
案
し
て
お
り
︑
テ
ム
ジ
ン
は
そ
の
提
案
に
從
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

か
た
や
︑﹃
集
�
﹄﹁
モ
ン
ゴ
ル
�
・
バ
ル
タ
ン
=バ
ー
ト
ル
B
artān
B
ahādur
(M
on.B
artan
B
aγ

atur)
紀(28

)
﹂
は
︑
^
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

〔バ
ル
タ
ン
=
バ
ー
ト
ル
の
︺
第
四
男
は
ダ
ー
リ
タ
イ
=
オ
ッ
チ
ギ
ン

D
ārītay
Ū
tchigīn
で
あ
る
︒
何
度
も
チ
ン
ギ
ス
=
ハ
ン

C
hīnggīz

K
hān
に
對
抗
・
敵
對
し
た
た
め
︑
つ
い
に
彼
の
一
族

(ウ
ル
グ
ūrūgh,M
on.uruγ

)
は
奴
隸
と
な
っ
て
い
る
︒
⁝
⁝

(中
略
)
⁝
⁝
そ
し

て
︑
ア
ル
タ
ン

A
ltān
(M
on.A
ltan)
︑
フ
チ
ャ
ル

Q
ūchar
(M
on.Q
u
čar)
と
と
も
に
殺
さ
れ
︑
彼
の
部
民
と
一
族

(ウ
ル
グ
)
は
多
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く
が
殺
 
さ
れ
た
︒
彼
に
は
一
人
の
息
子
が
い
て
︑
彼
の
世
繼
ぎ
で
︑
そ
の
名
S
は
タ
イ
ナ
ル
=
イ
ェ
イ
ェ

T
āināl
Y
aya
(M
on.

*T
ainal
Y
eye,
大
¡
耶
耶
)
で
あ
っ
た
︒
チ
ン
ギ
ス
=
ハ
ン
は
︑
彼
を
︑
彼
の
從
者
で
あ
っ
た
二
百
人
の
男
も
ろ
と
も
︑
自
分
の
甥
ア
ル
チ

ダ
イ
=ノ
ヤ
ン
Īlchīdāy
N
ūyān
(M
on.A
lčidai～
E
lčideiN
oyan)
に
與
え
︑
彼
ら
は
彼
の
奴
隸
の
地
位
に
あ
っ
た
︒
現
在
︹
一
四
世
紀
初

め
︺
ま
で
︑
彼
の
一
族

(ウ
ル
グ
)
は
ア
ル
チ
ダ
イ
=ノ
ヤ
ン
の
一
族

(ウ
ル
グ
)
と
一
緖
に
い
る
︒

ダ
ー
リ
タ
イ
は
︑
同
じ
よ
う
に
テ
ム
ジ
ン
と
敵
對
し
た
ア
ル
タ
ン
︑
フ
チ
ャ
ル(29

)
と
と
も
に
殺
さ
れ
︑
彼
の
子
タ
イ
ナ
ル
=
イ
ェ
イ
ェ
と
ダ
ー

リ
タ
イ
家
の
部
民
は
︑
テ
ム
ジ
ン
の
弟
ハ
チ
ウ
ン
Q
a
či

γ

un
の
子
ア
ル
チ
ダ
イ
に
與
え
ら
れ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
︒

宇
野
伸
浩
(二
〇
〇
九
)
が
﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
と
﹃
集
�
﹄
に
お
け
る
テ
ム
ジ
ン
に
關
す
る
記
述
を
比


し
て
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑

﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
は
�
實
を
忠
實
に
記
す
よ
り
も
テ
ム
ジ
ン
の
事
跡
を
よ
り
よ
く
語
る
傾
向
に
あ
る
︒
例
え
ば
︑
テ
ブ
=
テ
ン
ゲ
リ

T
eb

T
enggeri殺
 
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
が
テ
ム
ジ
ン
の
關
與
を
極
力
少
な
く
す
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
テ

ム
ジ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
・
ダ
ウ
ン
を
¦
け
る
た
め
に
施
し
た
改
變
・
脚
色
で
あ
っ
た

(宇
野
伸
浩
二
〇
〇
九
︑
六
四
～
六
八
頁
)
︒
ダ
ー
リ
タ
イ
に
對

す
る
處
�
に
つ
い
て
の
兩
�
料
の
記
述
の
食
い
\
い
も
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
が
テ
ム
ジ
ン
に
よ
る
實
の
叔
父
の
處
𠛬
と
い
う
事
實
を
隱
そ
う

と
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
解
釋
で
き
る
︒
實
際
︑﹃
集
�
﹄
が
そ
れ
を
�
言
し
て
い
る
の
に
對
し
て
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
は
︑
極
め
て
難
解

な
表
現
を
用
い
な
が
ら
︑
も
っ
て
ま
わ
っ
た
記
述
を
し
て
お
り
︑
何
と
も
齒
切
れ
が
惡
い
︒
以
上
か
ら
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
處
�
に
つ
い
て
は
︑

﹃
集
�
﹄
の
方
が
�
實
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る(30

)
︒
テ
ム
ジ
ン
が
父
イ
ェ
ス
ゲ
イ
¨
き
後
の
キ
ヤ
ト

Q
iyad
～
K
iyad
氏
集
團

を
糾
合
す
る
に
當
た
っ
て
︑
叔
父
の
ダ
ー
リ
タ
イ
は
︑
�
大
の
ラ
イ
バ
ル
の
一
人
で
あ
り
︑
そ
れ
が
©
ば
必
然
�
に
對
立
に
至
っ
た
原
因
で
あ

ろ
う(

31
)

︒
そ
の
結
果
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
は
處
𠛬
さ
れ
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
子
タ
イ
ナ
ル
=
イ
ェ
イ
ェ
と
そ
の
屬
民
は
︑
長
い
閒
獨
立
し
た
集
團

(ウ
ル

ス

ulus)
を
形
成
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
︑
テ
ム
ジ
ン
の
弟
の
ハ
チ
ウ
ン
家
に
&
屬
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
經
雲
が
ダ
ー
リ

タ
イ
の
後
裔
に
關
す
る
�
獻
�
料
の
缺
如
の
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
處
�
を
0
け
た
ダ
ー
リ
タ
イ
の
子
孫
で
あ
っ
た
が
︑
松
田
孝
一

(二
〇
一
〇
a
)
の
硏
究
に
よ
っ
て
︑
以
下
の
狀
況
が
解
�
さ
れ
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て
い
る
︒
第
一
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
は
︑
ハ
チ
ウ
ン
家
に
&
屬
す
る
二
百
戶
の
長
と
い
う
立
場
に
よ
っ
て
︑
オ
ゲ
デ
イ
時
代
の
﹁
丙
申
年
分

撥
﹂
に
«
う
漢
地
投
下
領
分
配
の
際
に
︑
お
そ
ら
く
ハ
チ
ウ
ン
家
が
分
配
さ
れ
た
投
下
領

(後
に
濟
南
路
と
な
る
濱
州
・
棣
州
)
か
ら
相
應
部
分

の
再
配
分
を
0
け
て
い
た(32

)
︒
第
二
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
子
タ
イ
ナ
ル
=
イ
ェ
イ
ェ
や
孫
フ
フ
チ
ュ
は
フ
ビ
ラ
イ
の
卽
位

(一
二
六
〇
年
)
や
李
璮

の
亂

(一
二
六
二
年
)
鎭
壓
に
功
績
を
擧
げ
︑
千
戶
長
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
︒
第
三
に
︑
そ
の
後
︑
至
元
九
年

(一
二
七
二
)
八
H
ま
で

に
は
︑
寧
海
州
を
投
下
領
と
す
る
下
位
の
諸
王
に
昇
格
し
た(33

)
︒
第
四
に
︑
分
配
さ
れ
た
寧
海
州
の
投
下
領
の
一
萬
戶
と
い
う
數
は
︑
フ
ビ
ラ
イ

時
代
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
千
戶
長
か
ら
昇
格
し
た
諸
王
と
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
領
g
兵
數
の
十
倍
相
當
の
投
下
領
が

分
配
さ
れ
る
と
い
う
基
準
に
基
づ
い
て
い
た
︒

ダ
ー
リ
タ
イ
;
び
後
裔
諸
王
の
事
跡
と
投
下
領
に
關
聯
し
て
︑
興
味
深
い
の
は
︑
ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
の
發
令
地
が
﹁
黑
龍
江
﹂
す
な
わ

ち
ア
ム
ー
ル
川
で
あ
っ
た
事
實
で
あ
る
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
集
�
﹄
は
︑
l
纂
當
時
の
I
報
と
し
て
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
子
孫
が
︑
ハ
チ
ウ

ン
家
の
下
に
い
る
こ
と
を
傳
え
て
い
る
︒
杉
山
正
�
(一
九
七
八
︑
四
八
︑
五
九
頁
)
が
�
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
彼
ら
の
本
領
は
ブ
イ
ル
・

ノ
ー
ル

B
uyur
N
aγ

ur
南
方
︑
ウ
ル
フ
イ

U
lqui
河
︑
ハ
ラ
・
ハ
ル
ジ
ト

Q
ala
Q
alȷ̌id
一
帶
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
興
安
嶺
の
麓
に
聯
な
る

テ
ム
ジ
ン
諸
弟
の
&
領
の
う
ち
�
も
南
に
位
置
し
て
お
り
︑
ア
ム
ー
ル
川
と
は

く
離
れ
て
い
る
︒
何
ら
か
の
理
由
で
ハ
ル
ハ
ン
が
た
ま
た
ま

北
の
ア
ム
ー
ル
川
方
面
に
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
^
の
二
點
に
n
目
し
た
い
︒

一
つ
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
漢
地
投
下
領
の
寧
海
州
は
︑
山
東
©
島
の
先
端
部
︑
漢
地
で
も
っ
と
も
東
北
に
位
置
し
て
い
る
點
で
あ
る
︒
も

う
一
つ
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
が
イ
ェ
ス
ゲ
イ
の
故
地
へ
移
さ
れ
た
こ
と
示
唆
す
る
﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
記
述
で
あ
る
︒
松
田
孝
一

(一
九
七
八
︑

四
〇
～
四
六
頁
︑
二
〇
一
〇
a
︑
一
一
八
～
一
一
九
頁
)
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
本
領
と
漢
地
投
下
領
の
閒
に
は
︑

部
民
數
・
配
置
に
相
關
關
係
が
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
漢
地
投
下
領
が
�
も
東
北
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
本
領
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
�

も
東
北
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
︒
ハ
ル
ハ
ン
大
王
が
令
旨
を
發
令
し
た
地
點
が
具
體
�
に
ア
ム
ー
ル
川
の
ど
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
は
︑
�
料
は
�
言
し
な
い
︒
し
か
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
東
北
邊
疆
の
ど
こ
か
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
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ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
本
領
は
︑
一
二
九
四
年
の
段
階
で
︑
漢
地
投
下
領
の
配
置
と
k
行
關
係
に
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
東
北
邊
疆
に
あ
っ
た(34

)
︒
お

そ
ら
く
は
ダ
ー
リ
タ
イ
の
後
裔
が
諸
王
と
し
て
復
權
し
た
際
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
東
北
邊
疆
が
本
領
と
し
て
︑
寧
海
州
の
漢
地
投
下
領
と

セ
ッ
ト
で
與
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う(35

)
︒

以
上
の
議
論
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
當
該
部
分
の
テ
キ
ス
ト
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
が
諸
王
と
し
て
復
權
し
た
時
�

以
影
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
議
論
と
假
說
が
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
二
八
二
�
の
奧
書
に
見
え
る
﹁
ネ
ズ
ミ
年
﹂
を
一
二
二
八
年
・
一
二
四
〇
年
・
一
二
五
二
年
・
一
二
六
四
年
・
一
三
二
四
年

に
比
定
す
る
諸
說
に
加
え
︑
テ
ム
ジ
ン
と
オ
ゲ
デ
イ
の
時
代
ま
で
を
敍
述
對
象
と
し
て
い
な
が
ら
︑
後
世
の
I
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
解

決
す
る
た
め
に
︑
l
纂
・
成
書
が
複
數
の
段
階
を
經
て
な
さ
れ
た
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る(36

)
︒
本
稿
で
は
︑
そ
の
成
立
年
代
に
關
す
る
議
論
に
深

入
り
し
な
い
が
︑
筆
者
は
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
成
書
過
�
が
複
數
の
段
階
に
わ
た
り
︑
�
初
の
成
書
以
後
も
︑
そ
の
後
の
政
治
狀
況
の
變

3
な
ど
を
踏
ま
え
て
改
訂
が
な
さ
れ
た
︑
と
い
う
立
場
を
と
る
︒
上
述
の
ダ
ー
リ
タ
イ
の
處
�
に
關
す
る
敍
述
は
︑
テ
ム
ジ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
・

ダ
ウ
ン
を
¦
け
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
後
の
彼
の
後
裔
諸
王
の
政
治
�
立
場
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
テ

キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
今
後
︑
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
︑
後
世
の
政
治
狀
況
の
變
3
も
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
)
が
あ
る
︒

四

二
�
の
令
旨
の
價
値
と
特
�

本
違
で
は
︑
二
�
の
令
旨
の
價
値
を
確
{
し
た
上
で
︑
そ
の
時
代
背
景
︑
碑
の
&
在
地
や
令
旨
の
書
式
に
つ
い
て
議
論
す
る
︒

ま
ず
︑
二
�
の
令
旨
の
價
値
は
︑
以
下
の
三
點
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

第
一
に
︑
こ
の
令
旨
二
�
の
價
値
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
︑
ハ
ル
ハ
ン
と
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
に
關
す
る
怨
I
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
上

述
の
よ
う
に
︑
テ
ム
ジ
ン
の
諸
子
・
諸
弟
の
後
裔
に
比
べ
れ
ば
︑
そ
の
地
位
は
決
し
て
高
く
な
い
た
め
︑
さ
ら
に
ダ
ー
リ
タ
イ
が
テ
ム
ジ
ン
に

對
し
て
と
っ
た
敵
對
行
動
に
も
起
因
し
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
の
後
裔
の
動
向
に
つ
い
て
は
︑
�
料
I
報
が
決
定
�
に
不
足
し
て
い
る
︒
第
二
違
・
第
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三
違
で
も
提
示
し
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
二
�
の
令
旨
に
よ
っ
て
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
の
活
動
時
�
・
場
&
と
そ
の
具
體
�
な
內
容
に
關
し

て
貴
重
な
I
報
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
︒

第
二
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
が
漢
地
投
下
領
の
寧
海
州
に
對
し
て
︑
�
士
宛
の
令
旨
發
令
と
い
う
形
で
確
か
に
影


力
を
行
使
し
て
い

た
こ
と
が
確
{
で
き
る
︒
フ
ビ
ラ
イ
の
皇
瓜
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
傍
系
の
︑
つ
ま
り
マ
イ
ナ
ー
な
︑
し
か
も
︑
モ
ン
ゴ
ル
�
國
S
�
は
奴
隸
身

分
に
あ
っ
て
︑
後
に
復
權
し
た
諸
王
で
す
ら
︑
華
北
の
社
會
に
大
き
く
關
與
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
從
來
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
︑
モ
ン
ゴ

ル
の
諸
權
力
の
端
々
に
至
る
ま
で
が
︑
華
北
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
そ
の
投
下
領
經
營
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
る

華
北
瓜
治
に
對
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
再
考
す
る
一
つ
の
材
料
と
な
り
う
る
︒

°
の
視
點
か
ら
み
れ
ば
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
碑
が
殘
さ
れ
た
の
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
が
寧
海
州
を
投
下
領
と
し
て
分
與
さ
れ
た
結
果

と
い
え
る
︒
寧
海
州
の
崑
姶

嵛
山
神
淸
宮
は
�
眞
敎
の
東
祖
庭
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
�
霞
洞
は
︑
�
眞
敎
に
と
っ
て
︑
王
喆
(重
陽
)
が
馬
鈺

(丹
陽
)
・
丘
處
機

(長
春
)
ら
を
敎
³
し
た
重
)
な
V
地
で
あ
っ
た(37

)
︒
だ
か
ら
こ
そ
マ
イ
ナ
ー
な
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
に
關
し
て
比


�
ま

と
ま
っ
た
石
刻
�
料
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
の
王
號
の
問
題
で
あ
る
︒
す
で
に
松
田
孝
一

(二
〇
一
〇
a
︑
一
二
一
頁
)
が
﹃
元
�
﹄
卷
一
〇
七
・
表
第

二
﹁
宗
室
世
系
表
・
答
里
眞
位
﹂
の
﹁
寧
王
闊
闊
出
﹂
を
﹁
寧
海
王
闊
闊
出
﹂
の
´
り
と
す
る
﹃
元
�
﹄
點
校
本
の
校
勘
を
留
保
し
て
い
る
︒

こ
の
二
�
の
令
旨
で
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
は
﹁
寧
海
王
﹂
の
稱
號
を
名
乘
っ
て
い
る
が
︑
ハ
ル
ハ
ン
は
﹁
大
王
﹂
と
稱
し
︑
特
定
の
王
號
を
名

乘
っ
て
い
な
い
︒
以
上
か
ら
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
の
﹁
寧
海
王
﹂
號
は
︑
ハ
ル
ハ
ン
が
こ
の
令
旨
を
發
令
し
た
後
に
與
え
ら
れ
た
か
︑
あ

る
い
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
に
な
っ
て
初
め
て
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
元
�
﹄
卷
一
〇
七
・
表
第
二
﹁
宗
室
世
系
表
・
答

里
眞
位
﹂
で
フ
フ
チ
ュ
が
﹁
寧
王
﹂
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
同
名
の
フ
ビ
ラ
イ
の
子
﹁
寧
王
闊
闊
出
﹂
と
混
同
さ
れ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
︒﹃
元
�
﹄
點
校
本
の
こ
の
校
勘
は
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

^
に
︑
�
料
不
足
の
た
め
︑
推
論
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
令
旨
發
令
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
は
︑
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至
元
三
十
一
年

(一
二
九
四
)
七
H
四
日
に
發
令
さ
れ
た
︒
同
年
正
H
に
フ
ビ
ラ
イ
が
µ
じ
︑
四
H
に
テ
ム
ル
が
卽
位
し
た
直
後
で
あ
る
︒

ハ
ー
ン
の
代
替
わ
り
に
«
い
︑
�
觀
側
が
投
下
領
.
の
ハ
ル
ハ
ン
大
王
と
の
關
係
を
確
{
す
る
�
味
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る(38

)
︒
ま
た
︑

S
年
の
至
元
三
十
年

(一
二
九
三
)
に
は
︑
ジ
ョ
チ
=
ハ
サ
ル
家
の
バ
ブ
シ
ャ
大
王
が
令
旨
を
一
一
H
一
八
日
に
自
身
の
漢
地
投
下
領
の
般
陽
路

淄
川
縣
に
あ
る
炳
靈
王
È
の
È
.
劉
伯
源
に
對
し
て
令
旨
を
發
令
し
て
い
る
︒
こ
の
令
旨
を
詳
細
に
分
析
し
た
杉
山
正
�
(一
九
九
三
︑
二
一

〇
頁
)
は
︑
こ
の
令
旨
が
�
國
を
搖
る
が
し
た
ナ
ヤ
ン
と
ハ
ダ
ー
ン
の
亂
が
·
結
し
た
直
後
に
發
令
さ
れ
た
こ
と
に
n
目
し
て
い
る
︒
ダ
ー
リ

タ
イ
家
も
東
�
諸
王
と
し
て
︑
ハ
サ
ル
家
を
ふ
く
む
東
方
三
王
家

(テ
ム
ジ
ン
諸
弟
の
王
家
)
と
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た(39

)
︒
バ
ブ

シ
ャ
大
王
と
ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
は
︑
亂
後
に
お
け
る
東
�
諸
王
に
對
す
る
處
罰
と
再
l
と
何
ら
か
の
形
で
聯
動
し
て
發
令
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い(40

)
︒
他
方
︑
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
は
︑
至
大
三
年

(
一
三
一
〇
)
七
H
一
七
日
に
發
令
さ
れ
た
︒
若
干
の

タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
が
︑
こ
ち
ら
も
同
樣
に
︑
大
德
十
一
年

(一
三
〇
七
)
年
の
ハ
イ
シ
ャ
ン

Q
aišan
卽
位
後
に
︑
�
觀
側
が
投
下
領
.
の
イ

ス
マ
ー
イ
ー
ル
と
の
關
係
を
確
{
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
直
S
︑
同
年
三
H
に
は
ハ
イ
シ
ャ
ン
の
V
旨
を
0
領
し
て
い
る(41

)
︒
こ
の
V
旨
と

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
は
︑
�
觀
側
が
一
つ
の
¹
絡
の
中
で
發
令
を
願
い
出
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
が
上
都
で
發
令

さ
れ
た
こ
と
も
︑
ハ
ー
ン
の
V
旨
と
の
聯
動
を
象
�
す
る
︒

續
い
て
︑﹁
イ
ヌ
年
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
碑
﹂
の
現
存
地
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
二
違
で
言
;
し
た
よ
う
に
︑

こ
の
令
旨
は
︑
東
華
宮
に
も
た
ら
さ
れ
︑
山
東
宣
慰
同
知
タ
イ
=
ブ
ハ
が
東
華
宮
で
そ
の
令
旨
碑
を
實
見
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
令
旨
碑

の
斷
片
は
現
在
神
淸
觀

(神
淸
宮
)
に
º
設
さ
れ
る
`
四
仙
姑
祠
堂
跡
に
存
在
し
て
い
る
︒
ま
た
中
華
民
國
二
十
五
年

(一
九
三
六
)
序
﹃
牟
k

縣
志
﹄
卷
十
﹁
�
獻
志
四
・
雜
志
・
軼
事
・
元
代
令
旨
﹂
は
︑
`
四
仙
姑
石
龕
內
西
壁
に
現
存
す
る
と
傳
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
一
九
三
六
年

頃
に
`
四
仙
姑
祠
堂
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
實
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
令
旨
碑
は
︑
も
と
も
と
東
華
宮
に
あ
っ
た
が
︑
`
四
仙
姑
の
�
葬
と
祠
堂

円
設
に
際
し
て
︑
神
淸
宮
の
»
に
円
設
さ
れ
た
`
四
仙
姑
祠
堂
に
移
管
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る(42

)
︒
も
ち
ろ
ん
︑
�
葬
と
祠
堂
円
設

に
際
し
て
︑
東
華
宮
の
令
旨
碑
あ
る
い
は
令
旨
原
本
を
基
に
怨
た
に
令
旨
碑
を
刻
石
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
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�
後
に
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
の
書
式
と
そ
の
內
容
'
成
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
語
・
漢
語
命

令
�
の
書
式
と
漢
語
の
q
譯
�
體
﹁
モ
ン
ゴ
ル
語
直
譯
體
﹂
は
︑
フ
ビ
ラ
イ
卽
位
後
に
確
立
し
︑
そ
の
書
式
の
瓜
一
と
定
型
3
が
園
底
さ
れ
た
︒

と
り
わ
け
︑
佛
敎
・
�
敎
の
寺
觀
・
佛
僧
・
�
士
宛
て
に
發
令
す
る
稅
役
免
除
と
保
護
を
擔
保
す
る
︑
V
旨
・
令
旨
・
懿
旨
に
至
っ
て
は
︑
書

式
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
內
容
ま
で
劃
一
3
さ
れ
て
い
る(43

)
︒

一
方
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
テ
ム
ル
時
代
︑
ハ
イ
シ
ャ
ン
時
代
に
發
令
さ
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
書
式
と
內
容
の
定

型
3
と
劃
一
3
は
完
�
に
は
園
底
さ
れ
て
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
�
體
と
し
て
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
の
書
式
か
ら
'
(
分
析
が
可
能
な
�
度

そ
の
書
式
に
則
っ
て
は
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
書
式
か
ら
逸
脫
し
た
表
現
・
內
容
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
權
限
付
與
﹂
と
し
て

の
令
旨
の
冒
頭
句
の
定
型
は
﹁
(長
生
)
天
氣
力
裏
︑
皇
�
福
廕
裏
︑
X
X
令
旨
﹂
で
あ
る(

44
)

が
︑
こ
の
二
�
の
令
旨
で
は
そ
の
第
一
句
を
缺
い

て
い
る
︒
ま
た
︑
ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
で
は
︑﹁
�
知
先
﹂
の
�
示
を
﹁
～
～
根
底
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
定
型
3
さ
れ
た
命
令
�
で
は

﹁
～
～
根
底
宣
諭
�
令
旨
﹂
な
ど
と
な
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
形
式
は
︑
他
の
一
部
の
令
旨
に
も
見
ら
れ
る

(陳
垣

一
九
八
八
︑
八
〇
四
～

八
〇
五
頁
)︒
ま
た
︑
列
擧
さ
れ
る
�
知
先
も
︑
使
臣
や
軍
官
な
ど
に
言
;
し
な
い
な
ど
︑
定
型
3
さ
れ
た
も
の
よ
り
は
鯵
略
で
あ
る
︒﹁
正
瓜

性
の
表
示
﹂﹁
背
景
說
�
﹂
に
相
當
す
る
部
分
も
︑
そ
れ
ま
で
の
命
令
�
と
付
與
特
權
の
內
容
を
列
擧
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
�
觀
の
�
士

や
封
號
對
象
の
�
士
が
命
令
�
に
よ
っ
て
付
與
さ
れ
る
特
權
・
封
號
に
ふ
さ
わ
し
い
事
跡
を
殘
し
て
い
る
こ
と
を
具
體
�
に
述
べ
て
い
る
︒
そ

し
て
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
の
﹁
指
令
一
﹂﹁
指
令
二
﹂
に
相
當
す
る
部
分
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
封
號
Á
與
と
刻
石
立
碑
の
命
令
で
あ
る
︒

﹁
指
令
一
﹂
で
發
令
對
象
者
に
對
す
る
特
權
Á
與
と
皇
族
に
對
す
る
祈
�
の
)
求
を
︑﹁
指
令
二
﹂
で
寺
觀
の
保
護
を
安
ï
し
て
�
知
先
に
禁
令

を
出
す
と
い
う
︑
定
型
3
・
劃
一
3
が
園
底
さ
れ
た
命
令
�
と
は
大
き
く
一
線
を
劃
し
て
い
る(45

)
︒
以
上
の
よ
う
な
定
型
3
・
劃
一
3
に
關
す
る

Â
差
は
︑
杉
山
正
�
(一
九
九
三
︑
二
〇
一
～
二
〇
三
頁
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ヘ
ビ
年

(一
二
九
三
)
バ
ブ
シ
ャ
大
王
令
旨
︑
至
元
十
六
年

(一
二
七
九
)
・
至
元
十
七
年

(一
二
八
〇
)
の
シ
ク
ト
ル

Šigtür
大
王
の
令
旨
二
�(46

)
に
も
共
�
す
る
)
素
で
あ
る
︒
東
�
諸
王
の
令
旨
と
し
て

の
B
似
性
が
n
目
さ
れ
る
︒
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そ
し
て
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
か
ら
は
︑
一
三
一
〇
年
︑
ハ
イ
シ
ャ
ン
の
時
代
に
至
っ
て
も
︑
令
旨
の
書
式
・
�
體
の
定
型
3
・
劃
一

3
が
園
底
さ
れ
て
い
な
い
狀
況
が
1
�
す
る
︒
杉
山
正
�
(一
九
九
三
︑
二
〇
二
頁
)
は
︑
上
の
三
�
の
令
旨
に
依
據
し
て
︑
命
令
�
と
そ
の
漢

譯
の
定
型
3
・
劃
一
3
は
︑
フ
ビ
ラ
イ
時
代
で
は
Ã
一
の
語
句
表
現
の
隅
々
ま
で
は
瓜
制
で
き
な
か
っ
た
が
︑
命
令
�
の
劃
一
3
に
限
れ
ば
テ

ム
ル
時
代
に
中
央
の
規
制
が
ほ
ぼ
い
き
わ
た
っ
た
と
結
論
す
る
︒
し
か
し
︑
本
令
旨
の
書
式
と
內
容
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
中
央
が
規
定
す
る

書
式
が
園
底
さ
れ
る
の
は
︑
ハ
ー
ン
と
そ
の
ハ
ト
ン

Q
atun
︑
フ
ビ
ラ
イ
諸
子
の
系
瓜
の
諸
王
の
命
令
�
に
限
ら
れ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ

ろ
う
︒
フ
ビ
ラ
イ
系
以
外
の
諸
王
は
︑
中
央
が
規
定
し
た
書
式
に
あ
る
�
度
は
沿
い
な
が
ら
も
︑
そ
れ
か
ら
Å
分
逸
脫
し
た
書
式
の
命
令
�
を

發
令
し
て
い
た
わ
け
で
︑
そ
こ
に
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
分
權
�
な
'
(
と
︑
諸
王
ウ
ル
ス
の
一
定
の
自
立
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
︒
そ
の
�
味
で
は
︑
ハ
ー
ン
・
中
央
政
府
の
瓜
制
が
完
�
に
は
園
底
さ
れ
が
た
い
諸
王
の
令
旨
に
︑
劃
一
3
・
定
型
3
し
た
一
つ
の
書
式
・

�
體
を
當
て
は
め
る
こ
と
自
體
が
無
�
味
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

五

令
旨
と
そ
の
刻
石
立
碑
の
機
能
と
地
域
社
會
に
お
け
る
影



周
知
の
よ
う
に
︑
中
國
本
土
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
命
令
�
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
石
刻
と
し
て
傳
存
し
て
い
る
︒
こ
の
狀
況
に
關
聯
し
て
︑

杉
山
正
�
(一
九
九
七
︑
一
八
四
頁
)
や
高
橋
�
治

(一
九
九
七
b
︑
一
六
五
頁
)
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
を
﹁
碑
刻
の
時
代
﹂﹁
碑
刻
の
多
い
時
代
﹂

と
形
容
し
て
い
る
︒

宗
敎
敎
團
宛
の
モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
の
內
容
は
︑
ハ
ー
ン
を
始
め
と
す
る
皇
族
な
ら
び
に
王
�
へ
の
奉
仕
と
引
き
替
え
に
稅
役
免
除
の
特
權
と

保
護
を
保
證
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
刻
石
の
�
圖
が
︑
宗
敎
敎
團
が
政
權
か
ら
保
護
を
0
け
て
い
る
こ
と
を
.
張
し
︑
不
Æ

の
輩
に
よ
る
權
利
Ç
 
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
杉
山
正
�
(
一
九
九
六
b
︑
一
九
五
頁
)
も
︑
命
令
�
の
0
領
者
が
﹁
自
分

た
ち
の
職
任
・
特
權
・
免
稅
・
免
役
を
記
し
た
﹁
特
許
狀
﹂
を
︑
好
ん
で
碑
に
刻
し
﹂︑﹁
自
分
や
集
團
の
權
益
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
﹂
と
︑

そ
の
�
圖
を
�
確
に
ま
と
め
て
い
る
︒
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一
方
で
︑
命
令
�
の
刻
石
立
碑
に
つ
い
て
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
に
は
︑
興
味
深
い
�
言
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

こ
の
隨
處
の
宮
觀
の
德
行
が
あ
っ
て
c
實
な
�
士
た
ち
︑
さ
ら
に
別
の
宮
觀
に
い
る
�
士
た
ち
に
︑
�
霞
洞
で
と
も
に
石
を
立
て
さ
せ
よ
︑

と
言
っ
て
令
旨
を
與
え
た
の
だ
︒

つ
ま
り
︑
令
旨
で
刻
石
立
碑
と
い
う
行
爲
そ
の
も
の
を
命
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
令
旨
の
機
能
を
考
え
る
上
で
重
)
な
記
載
で

あ
る
︒
こ
れ
ら
命
令
�
の
石
刻
は
と
も
す
れ
ば
︑
0
領
者
の
�
圖
が
強
く
�
識
さ
れ
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
す
で
に
︑
杉
山
正
�
(一
九
九

七
︑
一
八
五
頁
)
や
高
橋
�
治

(一
九
九
七
b
︑
一
六
五
頁
)
が
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
王
が
立
碑
と
い
う
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
事
業
を
好
ん
だ
と
指
摘

し
︑
宮
紀
子

(一
九
九
九
︑
二
八
五
～
二
八
七
頁
)
が
ハ
ー
ン
の
V
旨
が
ハ
ー
ン
自
身
の
�
向
を
0
け
て
�
國
各
地
で
一
齊
に
立
石
さ
れ
た
事
例

を
擧
げ
て
い
る
よ
う
に
︑
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
.
³
性
に
も
當
然
n
�
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
令
旨
は
︑
諸
王
の
令
旨
そ
の
も
の
が
刻
石

立
碑
を
促
+
し
て
い
た
こ
と
を
直
接
に
示
す
も
の
と
し
て
重
)
な
�
料
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑
刻
石
さ
れ
た
こ
の
令
旨
は
︑
地
域
社
會
に
お
け
る
宗
敎
活
動
と
信
仰
に
多
大
な
影


を
與
え
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
令
旨
は
`
四

仙
姑
と
い
う
�
姑
に
稱
號
を
È
贈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
女
に
は
丘
處
機
が
若
い
頃
に
�
を
問
い
に
訪
れ
︑
王
喆
の
到
來
を
豫
言
し
た
と
す

る
�
眞
敎
の
É
生
と
丘
處
機
の
出
家
に
關
わ
る
重
)
な
傳
承
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
彼
女
を
祀
る
祠
堂
の
石
刻
か
ら
は
︑
以
下
の
よ
う
な
經
雲
が

�
ら
か
に
な
る
︒
第
二
違
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
泰
定
四
年

(一
三
二
七
)
冬
に
︑
山
東
宣
慰
同
知
タ
イ
=
ブ
ハ

*T
ayi
B
uq_a
(泰
不
花
)
は
︑

東
華
宮
を
參
拜
し
て
︑
こ
の
令
旨
碑
を
實
見
し
︑
深
く
贊
美
し
た
︒
泰
定
五
年

(一
三
二
八
)
三
H
﹁
寓
眞
a
3
順
�
眞
人
`
四
仙
姑
祠
堂
碑
﹂

は
︑
そ
の
後
の
展
開
を
^
の
よ
う
に
傳
え
て
い
る
︒

本
宮
提
點
耿
�
淸
話
;
仙
姑
歸
眞
至
今
一
百
六
十
餘
年
︑
未
曾
�
葬
︒
公
卽
迴
轡
�
霞
︑
叩
墳
瞻
禮
︒
Ê
謂
本
州
監
郡
拜
也
;
州
1
官
蔣

本
敬
曰
︑﹁
仙
姑
�
行
如
此
︑
其
於
葬
事
︑
可
不
爲
助
理
乎
﹂︒
二
侯
欣
然
領
畧
︑
首
出
己
俸
︑
曁
諸
司
屬
施
鈔
三
十
定
付
�
淸
︑
同
神
淸

宮
提
舉
林
�
潤
共
辦
其
事
︒
於
是
命
工
伐
石
修
砌
︒
�
瘞
旣
畢
︑
在
上
復
立
堅
珉
以
紀
姑
德
︒
�
淸
等
持
姑
行
狀
踵
門
來
謁
︑
懇
�
於
予
︒

辭
不
獲
已
︑
因
論
^
之
︒
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本
宮
︹
東
華
宮
︺
の
提
點
耿
�
淸
は
︑
仙
姑
︹
`
四
仙
姑
︺
が
¨
く
な
ら
れ
て
か
ら
今
や
百
六
十
年
經
っ
て
い
る
が
︑
い
ま
だ
に
�
葬
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
言
;
し
た
︒
公
︹
タ
イ
=
ブ
ハ
︺
は
す
ぐ
さ
ま
轡
を
Ð
し
て
�
霞
洞
に
赴
き
︑
︹
`
四
仙
姑
︺
の
墳
墓
に
叩
頭
し
て
禮
拜
し

た
︒
本
州
︹
寧
海
州
︺
の
監
郡
︹
ダ
ル
ガ
︺
ベ
イ
ェ

*B
ey_e
;
び
州
1
官
の
蔣
本
敬
を
Ê
み
て
︑﹁
仙
姑
の
�
行
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
な

ら
ば
︑
葬
禮
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
ど
う
し
て
助
力
し
な
い
こ
と
が
で
き
よ
う
か
﹂
と
言
っ
た
︒
二
侯
は
欣
然
と
し
て
了
解
し
︑
ま
ず
自
分

の
俸
祿
を
差
し
出
し
︑
ま
た
諸
々
の
官
司
も
鈔
三
十
定
を
布
施
と
し
て
�
淸
に
渡
し
︑
�
淸
は
神
淸
宮
提
舉
の
林
�
潤
と
共
に
そ
の
こ
と

を
擔
當
し
た
︒
そ
こ
で
職
人
に
命
じ
て
石
を
切
り
出
し
て
石
段
を
修
築
し
た
︒
�
葬
は
完
了
し
︑
上
に
は
ま
た
堅
い
玉
の
よ
う
な
美
石
を

立
て
て
姑
︹
`
四
仙
姑
︺
の
德
を
記
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
�
淸
ら
は
姑
︹
`
四
仙
姑
︺
の
行
狀
を
も
っ
て
訪
問
し
て
來
て
面
會
し
︑
�
を
私

に
求
め
た
︒
辭
す
る
こ
と
や
む
を
得
ず
︑
よ
っ
て
こ
れ
を
ま
と
め
た
︒

山
東
宣
慰
同
知
タ
イ
=
ブ
ハ
は
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
碑
を
實
見
し
︑
ま
た
�
士
か
ら
`
四
仙
姑
の
�
葬
が
未
完
で
あ
る
こ
と
を
聞
い

て
︑
地
元
の
地
方
官
に
對
し
て
`
四
仙
姑
の
�
葬
を
提
案
し
た
︒
官
僚
は
自
ら
布
施
を
行
い
︑
官
費
か
ら
も
費
用
を
供
出
し
た
︒
こ
れ
を
0
け
︑

�
士
た
ち
は
︑
�
葬
を
行
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
祠
堂
の
碑
刻
の
G
�
を
依
賴
し
︑
立
碑
ま
で
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
命
令
�
と

そ
の
石
刻
が
實
際
に
機
能
を
發
揮
し
た
實
例
で
︑
非
常
に
大
き
な
�
味
を
も
つ
記
錄
で
あ
る
︒
`
四
仙
姑
の
�
葬
と
祠
堂
円
設
の
事
業
は
︑
イ

ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
が
發
令
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
そ
し
て
そ
れ
が
刻
石
立
碑
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
︑
實
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
な
地
域
社
會
に
お
け
る
宗
敎
事
業
に
も
︑
そ
の
地
域
を
投
下
領
と
し
て
領
g
し
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
活
動
︑
な
か
ん
ず
く
彼
ら
の
命
令

�
の
發
令
と
そ
の
刻
石
立
碑
は
大
き
な
影


力
を
與
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
地
域
社
會
の
宗
敎
事
業
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
諸

王
・
地
方
官
・
�
士
の
三
者
の
相
互
關
係
と
協
力
に
よ
っ
て
推
+
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
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お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
二
�
の
石
刻
�
料
︑﹁
ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
碑
﹂・﹁
イ
ヌ
年
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
碑
﹂
を
起
點
に
︑
ダ
ー
リ

タ
イ
家
の
活
動
が
そ
の
漢
地
投
下
領
に
與
え
た
影


に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
︒
ま
ず
︑
地
方
志
&
收
の
關
聯
石
刻
や
各
種
�
獻
�
料
と
の
照

合
・
檢
討
に
よ
り
︑
二
�
の
令
旨
の
發
令
年
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
二
九
四
年
・
一
三
一
〇
年
に
比
定
し
た
︒
^
に
︑
そ
の
令
旨
の
發
令
地
が
黑
龍

江
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
當
時
の
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
本
領
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
東
北
邊
疆
に
位
置
し
た
こ
と
を
提
起
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
が
︑

漢
地
の
�
も
東
北
部
に
位
置
す
る
漢
地
投
下
領
の
寧
海
州
と
パ
ラ
レ
ル
に
設
定
さ
れ
た
こ
と
を
解
�
し
た
︒
ま
た
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の

ダ
ー
リ
タ
イ
の
處
�
に
關
す
る
敍
述
は
︑
フ
ビ
ラ
イ
時
代
の
後
裔
諸
王
の
狀
況
に
基
づ
い
た
も
の
で
︑
當
該
部
分
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
時
代
以

影
に
l
纂
な
い
し
改
變
さ
れ
た
と
の
見
解
を
提
出
し
た
︒

^
に
︑
こ
れ
ら
令
旨
二
�
の
價
値
と
特
�
を
檢
討
し
た
上
で
︑
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
命
令
�
の
發
令
︑
;
び
そ
の
刻
石
立
碑
が
地
域
社
會
に

ど
の
よ
う
な
影


を
與
え
た
の
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
︒
具
體
�
に
は
︑
本
令
旨
二
�
;
び
關
聯
碑
刻
の
分
析
を
�
じ
て
︑
宣
慰
司
官
の
Ò

察
・
�
觀
參
拜
を
契
機
と
す
る
`
四
仙
姑

(金
代
の
�
姑
)
の
�
葬
を
め
ぐ
る
過
�
に
︑
令
旨
碑
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
n
目
し

た
︒
と
こ
ろ
で
︑
井
黑
忍

(二
〇
一
二
︑
二
五
～
二
九
頁
)
は
︑
水
利
碑
の
特
性
と
し
て
︑﹁
公
開
性
﹂﹁
實
用
性
﹂﹁
現
地
密
着
性
﹂
を
擧
げ
る(47

)
︒

こ
の
事
例
は
ま
さ
し
く
︑
石
碑
の
﹁
公
開
性
﹂
と
い
う
性
格
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
實
用
性
﹂
が
機
能
し
た
結
果
で
も
あ
る
︒

以
上
に
よ
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
命
令
�
と
そ
の
石
刻
が
地
域
社
會
に
大
き
な
影


を
與
え
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
︒
地
域
社
會

に
お
け
る
宗
敎
事
業
は
︑
宗
敎
敎
團
と
地
方
官
に
よ
っ
て
擔
わ
れ
て
い
た
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
瓜
治
層
の
關
與
も
ま
た
不
可
缺
の
)
素
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
︒
本
稿
は
︑
こ
の
よ
う
な
︑
モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
地
域
社
會
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
・
�
士
・
地
方
官
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
一

つ
の
具
體
�
な
實
例
を
提
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
︒

今
後
︑
こ
う
し
た
實
例
を
瓜
合
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
瓜
治
と
地
域
社
會
の
實
態
に
つ
い
て
解
�
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
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な
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
漢
地
︑
さ
ら
に
は
中
國
本
土
に
對
す
る
瓜
治
宴
は
︑
こ
れ
ま
で
の
理
解
と
は
Å
分
衣
な
っ
た
も
の
と
し
て

再
'
築
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

�(1
)

松
田
孝
一

(二
〇
一
三
︑
一
七
三
頁
)︒
華
北

(中
國
本
土
北
部
)

地
域
の
投
下
領
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
っ
て
︑
李
治
安

(一
九
九

二
︑
二
〇
〇
七
)︑
松
田
孝
一

(一
九
七
八
)︑
杉
山
正
�

(一
九
九

三
)
を
參
照
︒
ま
た
︑
飯
山
知
保

(二
〇
〇
一
︑
五
七
～
五
八
頁
︑

六
八
～
六
九
頁
n
八
)
が
手
際
よ
く
そ
の
硏
究
�
を
ま
と
め
て
い
る
︒

(2
)

投
下
に
對
す
る
)
を
得
た
說
�
と
し
て
︑
杉
山
正
�

(一
九
九
三
︑

一
八
七
～
一
八
八
頁
)
;
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
森
k
Ö
彥

(一
九
九

八
︑
六
〇
～
六
一
頁
)
を
參
照
︒
投
下
の
う
ち
︑
そ
の
集
團
・
&

領
・
屬
民
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ア
イ
マ
ク

ayim
aγ

に
相
當
す
る

(杉

山
正
�

一
九
九
三
︑
一
八
七
～
一
八
八
頁
)︒
村
上
正
二

(一
九

四
〇
︑
二
九
～
三
三
頁
)
は
︑
ア
イ
マ
ク
の
漢
字
Ø
寫
で
あ
る
﹁
愛

馬
﹂
は
-
牧
本
領
の
み
を
指
し
︑
投
下
は
本
領
と
食
邑

(漢
地
・
江

南
な
ど
の
分
領
)
を
Ù
攝
す
る
と
し
た
が
︑
投
下
・
愛
馬
が
º
記
さ

れ
る
場
合
は
︑
S
者
は
投
下
領
.
を
︑
後
者
は
&
領
や
屬
民
を
指
す

と
解
釋
で
き
る
︒
吉
田
順
一
・
チ
メ
ド
ド
ル
ジ

(二
〇
〇
八
︑
五
七

頁
)
も
參
照
︒
な
お
︑
諸
王
・
駙
馬
・
公
.
・
后
妃
に
關
し
て
は
と

く
に
﹁
位
下
﹂
と
も
呼
ば
れ
た

(森
k
Ö
彥

一
九
九
八
︑
六
一

頁
)︒
本
稿
で
は
︑﹁
投
下
﹂
と
總
稱
し
︑
そ
の
&
領
を
﹁
投
下
領
﹂

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

(3
)

漢
地
は
︑
中
國
本
土
の
う
ち
︑
後
の
中
書
省
に
直
屬
す
る
地
域
で
︑

お
お
む
ね
現
在
の
河
北
省
・
山
東
省
・
山
西
省
;
び
黃
河
以
北
の
河

南
省
に
相
當
す
る
︒

(4
)

代
表
�
な
も
の
と
し
て
︑
高
橋
�
治

(一
九
九
五
︑
一
九
九
七
a
︑

一
九
九
九
︑
二
〇
〇
六
︑
二
〇
一
〇
)︑
松
田
孝
一

(二
〇
〇
三
)︑

村
岡
倫

(
二
〇
〇
二
︑
二
〇
〇
六
︑
二
〇
一
〇
)
の
硏
究
を
擧
げ
て

お
く
︒

(5
)

井
黑
忍

(二
〇
一
一
︑
二
〇
一
三
b
)
は
︑
ジ
ョ
チ

J̌o
či
家
の

漢
地
投
下
領
內
に
お
け
る
水
利
案
件
を
と
り
あ
げ
︑
公
權
力
の
關
與

と
當
事
者
で
あ
っ
た
地
域
社
會
の
動
向
の
雙
方
に
目
を
配
っ
て
お
り
︑

筆
者
の
問
題
�
識
も
そ
の
視
座
か
ら
Û
發
を
0
け
て
い
る
︒

(6
)

齊
魯
�
3
與
昆
姶

嵛
山
�
敎
國
際
學
Ü
硏
討
會

(
二
〇
〇
八
年
十
H

九
日
～
十
二
日
︑
於
中
國
牟
k
)
の
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

(十
H
十

一
日
)
の
折
︑
二
〇
〇
八
年
四
H
に
再
円
が
な
さ
れ
た
神
V
觀

(モ

ン
ゴ
ル
時
代
は
神
淸
宮
)
で
ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
殘
碑
を
實

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
�
日
︑
劉
學
雷
氏

(山
東

牟
k
�
眞
�
3
硏
究
中
心
)
の
計
ら
い
に
よ
り
︑
神
V
觀
»
の
`
四

仙
姑
祠
堂
跡
を
訪
問
し
︑
イ
ヌ
年
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
令
旨
殘

碑
を
實
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
趙
衞
東
氏

(山
東
師
範
大
學
)
・

― 54 ―

54



張
廣
保
氏

(中
國
社
會
科
學
院
歷
�
硏
究
&
)
も
同
行
し
︑
原
碑
を

S
に
直
接
�
見
を
Þ
奄
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

(7
)

舩
田
善
之

(二
〇
一
一
b
)
の
錄
�
の
う
ち
︑
一
�
字
の
�
字
3

け
が
あ
っ
た
︒﹁
ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
碑
﹂
の
十
五
行
目
第

三
�
字
が
﹁
・
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
正
し
く
は
﹁
㽵
﹂
(莊
の
衣

體
字
)
で
あ
る
︒
こ
こ
に
訂
正
す
る
︒

(8
)

な
お
︑
H
A
M
B
IS
(1945
:
21,
tt.
4-5)
は
︑
亦
思
蠻
を

*Ism
an

と
再
'
す
る
︒
こ
の
人
物
名
に
は
︑﹁
亦
思
è
殷
﹂
と
い
う
表
記
も

あ
る

(﹃
元
�
﹄
卷
十
八
﹁
成
宗
本
紀
﹂
至
元
三
十
一
年
十
二
H
辛

巳
)︒
こ
の
名
が
ム
ス
リ
ム
名
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
に
由
來
す
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
漢
字
表
記
か
ら
推
測
す
る
と
モ
ン
ゴ
ル

語
で
は

*Ism
ayin
～
*Ism
ain
～
*Ism
an
と
綴
ら
れ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
︒

(9
)

な
お
︑
二
〇
〇
八
年
九
H
の
段
階
で
︑
山
東
牟
k
�
眞
�
3
硏
究

中
心
の
劉
學
雷
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
�
�
の
錄
�
を
公
開
し
て
い
た

(劉
學
雷

二
〇
〇
八
a
︑
劉
學
雷

二
〇
〇
八
b
)︒
そ
の
後
︑
筆

者
が
齊
魯
�
3
與
昆
姶

嵛
山
�
敎
國
際
學
Ü
硏
討
會
に
お
け
る
報
吿

(後
n
(10
))
で
提
示
し
た
錄
�
と
解
說
を
踏
ま
え
て
修
訂
が
施
さ

れ
て
い
る
︒

(10
)

舩
田
善
之
﹁
兩
�
寧
海
王
令
旨
與
蒙
元
時
�
�
昆
姶

嵛
山
�
眞
�
﹂

齊
魯
�
3
與
昆
姶

嵛
山
�
敎
國
際
學
Ü
硏
討
會

(於
中
國
山
東
省
�
臺

市
牟
k
區
)︑
二
〇
〇
八
年

()
旨
︑﹃
齊
魯
�
3
與
昆
姶

嵛
山
�
敎
國

際
學
Ü
硏
討
會

會
議
手
册
﹄)︒
同
﹁
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
・
�
士
・
地

方
官

︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
時
代
寧
海
州
の
石
刻
�
料
の
分
析
を
�
じ
て

︱
︱
﹂
第
五
八
回
東
北
中
國
學
會
大
會

(於
東
北
大
學
)︑
二
〇
〇

九
年

()
旨
︑﹃
集
刊
東
洋
學
﹄
一
〇
二
︑
二
〇
〇
九
年
)
︒
同

﹁
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
と
モ
ン
ゴ
ル
時
代
寧
海
州
の
社
會

︱
︱

令
旨
と
そ
の
刻
石
の
�
義
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
二
〇
一
一
年
度
東

洋
�
硏
究
會
大
會

(
於
京
都
大
學
)︑
二
〇
一
一
年

()
旨
︑﹃
東
洋

�
硏
究
﹄
七
〇−

三
︑
二
〇
一
一
年
)
︒

(11
)

本
稿
初
稿
提
出
後
︑
徐
慶
康
・
馮
培
林

(二
〇
一
一
)
が
﹁
ウ
マ

年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
碑
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
︒

徐
慶
康
・
馮
培
林

(
二
〇
一
一
)
は
︑
錄
�
と
現
代
漢
語
譯
を
提
示

し
た
上
で
︑
﹃
牟
k
縣
志
﹄
の
解
釋
を
正
し
︑
そ
の
內
容
を
鯵
單
に

紹
介
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
發
令
年
に
つ
い
て
は
︑
一
二
九
四
年
・
一

三
〇
六
年
・
一
三
一
八
年
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
る
︒

(12
)

モ
ン
ゴ
ル
時
代
命
令
�
の
體
系
と
分
類
に
つ
い
て
は
︑
杉
山
正
�

(
一
九
九
〇
a
︑
三
七
二
～
三
七
四
頁
)︑
中
村
淳
・
松
川
�

(
一
九

九
三
︑
九
～
一
三
頁
)
︑
松
川
�

(
二
〇
〇
一
︑
五
～
一
九
頁
)
を

參
照
︒

(13
)

モ
ン
ゴ
ル
語
直
譯
體
の
定
義
と
硏
究
�
に
つ
い
て
は
︑
舩
田
善
之

(二
〇
〇
七
a
︑
一
～
三
頁
︑
二
〇
〇
七
b
︑
七
～
一
〇
頁
︑
二
〇

一
一
a
︑
三
～
五
頁
)
で
ま
と
め
て
い
る
︒

(14
)

な
お
︑
﹃
集
�
﹄
・﹃
五
族
�
﹄
の
I
報
は
︑
第
二
世
代
の
タ
イ
ナ

ル
=
イ
ェ
イ
ェ
ま
で
に
止
ま
っ
て
い
る
︒﹃
五
族
�
﹄
の
確
{
に
つ
い

て
は
︑
赤
謁
恒
�
氏
の
ご
助
力
を
得
た
︒
特
記
し
て
謝
�
を
表
す
︒

(15
)

『
元
�
﹄
卷
一
二
〇
﹁
朮
赤
台
傳
﹂
に
﹁
李
璮
ì
︑
�
x
哈
必
赤

;
兀
里
羊
哈
台
・
闊
闊
出
í
討
之
︑
哈
答
與
兀
魯
¡
兒
台
亦
在
行
︒

璮
k
︑
與
g
功
焉
﹂
と
︑
同
卷
七
・
本
紀
第
七
﹁
世
祖
・
至
元
九
年

(
一
二
七
二
)
八
H
己
亥
﹂
に
﹁
諸
王
闊
闊
出
î
以
分
地
寧
海
・
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登
・
萊
三
州
自
爲
一
路
︑
與
他
王
比
︑
歲
賦
惟
入
寧
海
︑
無
輸
益
都
︑

詔
從
之
﹂
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
み
え
る
︒
な
お
︑
松
田
孝
一

(二
〇
一
〇

a
︑
一
二
一
︑
一
二
六
～
一
二
七
頁
)
を
參
照
︒

(16
)

『元
�
﹄
卷
十
二
・
本
紀
第
十
二
﹁
世
祖
・
至
元
二
十
年

(一
二

八
三
)
正
H
己
巳
﹂
に
﹁
賜
諸
王
也
里
干
・
塔
¡
合
・
奴
木
赤
金
各

五
十
兩
・
金
衣
襖
一
﹂
と
︑
同
卷
十
五
・
本
紀
第
十
五
﹁
世
祖
・
至

元
二
十
五
年

(一
二
八
八
)
十
一
H
癸
巳
﹂
に
﹁
賜
諸
王
也
里
干
金

五
十
兩
・
銀
五
千
兩
・
鈔
千
錠
・
帛
紗
羅
等
二
千
ð
﹂
と
︑
同
卷
十

九
・
本
紀
第
十
九
﹁
成
宗
・
元
貞
二
年

(一
二
九
六
)
三
H
甲
戌
﹂

に
﹁
x
諸
王
亦
只
里
・
八
不
沙
・
亦
憐
眞
・
也
里
慳
・
甕
吉
剌
帶
幷

ñ
夏
于
晉
王
怯
魯
剌
之
地
﹂
と
︑
同
卷
十
九
・
本
紀
第
十
九
﹁
成

宗
・
大
德
元
年

(一
二
九
七
)
六
H
甲
午
﹂
に
﹁
諸
王
也
里
干
x
使

乘
驛
祀
五
嶽
・
四
瀆
︑
命
È
其
驛
ò
︑
仍
切
責
之
﹂
と
︑
同
丙
辰
に

﹁
賜
諸
王
也
里
干
等
從
者
鈔
二
萬
錠
︑
鰭
思
è
一
十
三
站
貧
民
五
千

餘
錠
﹂
と
︑
同
卷
二
十
・
本
紀
第
二
十
﹁
成
宗
・
大
德
六
年

(一
三

〇
二
)
十
一
H
庚
戌
﹂
に
﹁
禁
和
林
軍
釀
酒
︑
惟
安
西
王
阿
難
答
・

諸
王
忽
剌
出
・
脫
脫
・
八
不
沙
・
也
只
里
・
駙
馬
蠻
子
台
・
弘
吉
列

帶
・
燕
里
干
許
釀
﹂
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
︒
な
お
︑
�
後
の
條
�
に

つ
い
て
は
︑
駙
馬
の
部
分
に
名
S
が
擧
が
っ
て
お
り
︑
駙
馬
で
あ
る

な
ら
ば
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
イ
ェ
ル
ゲ
ン
で
は
な
い
︒
確
證
は
な
い

が
︑
一
二
九
六
年
に
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
ヘ
ル
レ
ン

K
erülen
川
方

面
で
エ
ジ
ル

E
ȷ̌il
や
バ
ブ
シ
ャ

*B
abša
な
ど
東
�
諸
王

(テ
ム
ジ

ン
諸
弟
の
子
孫
の
諸
王
)
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

一
三
〇
二
年
に
彼
ら
と
と
も
に
ハ
ラ
ホ
ル
ム

Q
araqorum
で
行
動

を
と
も
に
し
て
い
る
イ
ェ
ル
ゲ
ン
は
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
イ
ェ
ル
ゲ

ン
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

(17
)

『元
�
﹄
卷
十
八
・
本
紀
第
十
八
﹁
成
宗
・
至
元
三
十
一
年

(
一

二
九
四
)
十
二
H
辛
巳
﹂
に
﹁
賜
諸
王
亦
思
è
殷
金
五
十
兩
﹂
と
述

べ
る
︒

(18
)

『元
�
﹄
卷
二
十
六
・
本
紀
第
二
十
六
﹁
仁
宗
・
}
祐
五
年

(一

三
一
八
)
三
H
己
巳
﹂
に
﹁
賜
寧
海
王
八
都
兒
金
印
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
同
卷
一
〇
八
・
表
第
三
﹁
諸
王
表
・
金
印
駝
紐
・
寧
海
王
﹂

も
﹁
亦
思
蠻
﹂
に
續
け
て
︑﹁
八
都
兒
︑
}
祐
五
年
﹂
と
記
し
て
い

る
︒
H
A
M
B
IS
(1954
:119)
も
參
照
︒

(19
)

S
n

(
16
)︒
お
そ
ら
く
︑
ナ
ヤ
ン

N
ayan
の
亂
︑
そ
れ
に
續
く

ハ
ダ
ー
ン

Q
adaγ

an
の
亂
が
鎭
壓
さ
れ
た
一
二
八
八
年
以
影
に
︑

イ
ェ
ル
ゲ
ン
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
中
央
部
方
面
へ
の
出
鎭
を
命
じ
ら

れ
︑
ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
本
領
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

(20
)

民
國
二
十
二
年
ó
印
光
緖
﹃
增
修
�
登
縣
志
﹄
卷
十
二
﹁
釋
�
・

元
・
�
元
眞
靜
淸
貧
李
眞
人
�
行
碑
﹂
︒
王
宗
昱

(
二
〇
〇
五
︑
四

七
～
四
九
頁
)
に
も
錄
�
が
收
め
ら
れ
る
︒

(21
)

チ
ン
キ
ム

Č
inkim
の
長
男
カ
マ
ラ

K
am
ala︒
晉
王
家
の
動
向

に
つ
い
て
は
︑
李
治
安

(
一
九
九
三
)
;
び
杉
山
正
�

(一
九
九
五
︑

九
九
～
一
〇
三
︑
一
四
八
～
一
四
九
頁
)
な
ど
に
よ
っ
て
�
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
漢
地
へ
の
關
與
に
つ
い
て
は
︑
今
後
檢
討
の

餘
地
が
殘
っ
て
い
る
︒

(22
)

原
�
﹁
護
持
﹂
は
﹁
保
護
す
る
﹂
と
い
う
�
味
の
動
詞
で
は
な
く
︑

モ
ン
ゴ
ル
命
令
�
の
原
�
モ
ン
ゴ
ル
語
に
現
れ
る
﹁
も
っ
て
い
く
V

旨

bariȷ̌u
yabu’ai
ȷ̌arliq
﹂
(モ
ン
ゴ
ル
語
直
譯
體
で
の
漢
譯
は

﹁
把
着
行
�
V
旨
﹂﹁
執
把
V
旨
﹂
な
ど
)
に
對
應
す
る
表
現
と
解
釋
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し
た
︒

(23
)

同
治
﹃
重
修
甯
海
州
志
﹄
卷
二
十
六
﹁
外
書
・
`
四
仙
姑
﹂︑
光

緖
﹃
增
修
登
州
府
志
﹄
卷
六
十
五
﹁
金
石
上
・
寓
眞
a
3
順
�
眞
人

`
四
仙
姑
祠
堂
碑
﹂︒
王
宗
昱

(二
〇
〇
五
︑
五
三
～
五
四
頁
)
に

も
錄
�
が
收
め
ら
れ
る
︒

(24
)

光
緖
﹃
增
修
登
州
府
志
﹄
卷
六
十
五
﹁
金
石
上
・
寓
眞
a
3
順
�

眞
人
`
四
仙
姑
祠
堂
碑
﹂
;
び
王
宗
昱

(二
〇
〇
五
︑
五
三
頁
)
は

﹁
宣
慰
﹂
を
﹁
宣
尉
﹂
に
作
る
︒

(25
)

東
華
宮
の
沿
革
に
つ
い
て
は
︑
張
廣
保

(二
〇
〇
二
b
︑
九
二
～

九
五
頁
)
に
詳
し
い
︒
な
お
︑﹁
ウ
マ
年
ハ
ル
ハ
ン
大
王
令
旨
碑
﹂

に
﹁
大
崑
姶

嵛
山
東
祖
庭
�
霞
洞
神
淸
宮
﹂
と
�
確
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
︑
こ
の
段
階
で
は
︑
崑
姶

嵛
山
の
�
觀
群
の
中
で
も
�
霞
洞
神
淸
宮

が
東
祖
庭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒

(26
)

令
旨
碑
の
&
在
地
に
關
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
︑
第
四
違
で
議
論

す
る
︒

(27
)

小
澤
重
男

(一
九
八
九
︑
一
二
六
～
一
三
八
頁
)︑
村
上
正
二

(一

九
七
六
︑
一
〇
五
～
一
一
〇
頁
)︑
D
E
R
A
C
H
E
W
IL
T
Z

(2004
:168,

865-868)
を
參
照
し
つ
つ
︑
原
�
モ
ン
ゴ
ル
語
か
ら
譯
出
し
た
︒

(28
)

JT
/R
aushan
:271︒
な
お
︑
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
寫
本
も
�
宜
參
照

し
た
︒

(29
)

ア
ル
タ
ン
は
︑
イ
ェ
ス
ゲ
イ
の
い
と
こ
︑
フ
チ
ャ
ル
は
イ
ェ
ス
ゲ

イ
の
甥
︒

(30
)

松
田
孝
一

(二
〇
一
〇
a
︑
一
二
五
頁
n
七
)
も
︑
ダ
ー
リ
タ
イ

が
助
命
さ
れ
た
と
す
る
の
は
︑﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
の
潤
色
で
あ
る

と
推
測
し
て
い
る
︒

(31
)

テ
ム
ジ
ン
の
霸
權
確
立
後
︑
キ
ヤ
ト
氏
內
部
の
�
大
の
ラ
イ
バ
ル

は
︑
弟
の
ジ
ョ
チ
=
ハ
サ
ル
で
あ
り
︑
二
人
の
確
執
は
︑
﹃
モ
ン
ゴ
ル

秘
�
﹄
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
宇
野
伸
浩

(
二
〇
一
三
︑

一
五
九
～
一
六
三
頁
)
が
二
人
の
對
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い

る
︒
ま
た
︑
筆
者
は
︑
ジ
ョ
チ
=
ハ
サ
ル
の
死
後
︑
テ
ム
ジ
ン
の
ラ

イ
バ
ル
と
し
て
�
上
し
た
の
が
長
子
ジ
ョ
チ
で
あ
り
︑
そ
の
確
執
が

﹃
モ
ン
ゴ
ル
秘
�
﹄
續
集
卷
一
・
二
五
四
～
二
五
五
�
の
傳
え
る
︑

テ
ム
ジ
ン
の
後
繼
者
�
定
の
逸
話
や
︑
ジ
ョ
チ
晚
年
に
二
人
が
對
立

し
た
と
す
る
﹃
集
�
﹄
﹁
モ
ン
ゴ
ル
�
・
ジ
ョ
チ
=
ハ
ン
紀
﹂
の
記
事

(JT
/R
aushan
:732-733)
に
反
映
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
︒

(32
)

投
下
領
の
分
與
を
0
け
た
諸
王
・
公
.
・
駙
馬
が
︑
&
屬
す
る
一

族
や
武
將
に
そ
れ
を
再
分
配
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
松
田
孝

一

(
二
〇
一
〇
b
)
を
參
照
︒

(33
)

S
n

(
15
)
で
揭
げ
た
�
料
;
び
李
治
安

(二
〇
〇
七
︑
九
九

頁
)
も
參
照
︒

(34
)

ダ
ー
リ
タ
イ
家
の
活
動
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
ア
ム
ー
ル
川
一
帶

の
地
域
に
お
け
る
瓜
治
と
も
聯
動
し
た
可
能
性
が
あ
り
︑
今
後
考
察

す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒
こ
の
方
面
の
關
聯
す
る
硏
究
と
し
て
︑
中
村

和
之

(一
九
九
二
︑
一
九
九
七
︑
二
〇
〇
六
︑
二
〇
〇
七
︑
二
〇
一

〇
)
が
あ
る
︒

(35
)

『集
�
﹄
は
︑
現
在
形
で
ダ
ー
リ
タ
イ
の
後
裔
が
ハ
チ
ウ
ン
王
家

の
奴
隸
身
分
と
し
て
當
該
王
家
に
屬
し
て
い
た
と
�
確
に
記
し
て
お

り
︑
符
合
し
な
い
︒﹃
集
�
﹄
の
敍
述
︑
特
に
�
國
の
東
方
事
I
の

敍
述
に
際
し
て
︑
重
)
な
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
で
あ
っ
た
ボ
ロ
ト

B
olod
が
フ
ビ
ラ
イ
の
下
か
ら
イ
ラ
ン
に
w
x
さ
れ
た
の
が
至
元
二
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十
年

(一
二
八
三
)
で
あ
る

(宮
紀
子
二
〇
〇
六
b
︑
七
一
頁
)
か

ら
︑
そ
れ
は
ダ
ー
リ
タ
イ
の
後
裔
が
諸
王
と
し
て
復
權
し
た
時
�
よ

り
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
若
干
疑
問
が
殘
る
が
︑﹃
集
�
﹄
の
ダ
ー
リ

タ
イ
の
後
裔
に
關
す
る
記
述
が
︑
諸
王
と
し
て
復
權
す
る
以
S
の
I

報
に
基
づ
い
て
い
た
可
能
性
を
提
出
し
て
お
く
︒
も
う
一
つ
の
可
能

性
と
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
高
原
東
北
邊
境
が
ダ
ー
リ
タ
イ
後
裔
諸
王
の

本
領
と
し
て
設
定
さ
れ
た
時
�
が
影
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
例
え

ば
︑
ナ
ヤ
ン

N
ayan
と
ハ
ダ
ー
ン

Q
adaγ

an
の
亂
鎭
壓
後
に
�
國

東
方
の
勢
力
と
權
益
が
再
l
さ
れ
た
時
�
に
行
わ
れ
た
可
能
性
も
考

え
て
お
き
た
い
︒

(36
)

そ
の
學
說
�
に
つ
い
て
は
︑
小
澤
重
男

(一
九
九
四
︑
九
二
～
一

四
四
頁
)︑
D
E
R
A
C
H
E
W
IL
T
Z

(2004
:xxix-xxxiv
;2013
:1-2)︑

A
T
W
O
O
D

(2007
:1-4)︑
山
本
�
志

(二
〇
〇
五
︑
一
二
七
～
一

二
八
頁
)︑
吉
田
順
一

(二
〇
一
一
︑
一
〇
～
一
一
頁
)︑
チ
ョ
ク
ト

(二
〇
一
一
︑
三
五
～
三
六
頁
)
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

(37
)

高
橋
�
治

(一
九
九
七
a
︑
一
四
一
頁
)
も
︑
山
東
省
の
©
島
部

分
に
位
置
す
る
萊
州
・
登
州
・
寧
海
州
が
實
質
�
に
�
眞
敎
の
發
祥

地
で
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
の
重
)
性
に
n
目
す
る
︒

(38
)

こ
の
時
�
に
イ
ェ
ル
ゲ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
高
原
中
央
部
方
面
に
+
ñ

し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
あ
る
い
は
︑
投
下
領
.
の
Þ
替
後
の
關

係
確
{
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

(39
)

S
n

(16
)
參
照
︒

(40
)

ナ
ヤ
ン
の
亂
と
そ
の
後
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
っ
て
︑
堀
江
Ö

�

(一
九
八
五
︑
一
九
九
〇
)
を
參
照
︒

(41
)

第
二
違
&
引
の
至
治
三
年

(一
三
二
三
)
六
H
﹁
�
元
眞
靜
淸
貧

李
眞
人
�
行
記
﹂
を
參
照
︒

(42
)

嘉
靖
﹃
寧
海
州
志
﹄︑
光
緖
﹃
增
修
登
州
府
志
﹄︑
光
緖
﹃
�
登
縣

志
﹄
︑﹃
山
左
金
石
志
﹄
に
は
東
華
宮
の
石
刻
が
著
錄
・
移
錄
さ
れ
る

が
︑
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
碑
は
言
;
さ
れ
て
い
な
い
︒
筆
者
は
︑

二
〇
〇
六
年
十
一
H
十
九
日
に
東
華
宮
跡
を
訪
問
し
た
︒
再
円
さ
れ

た
ば
か
り
の
三
淸
殿
と
﹁
紫
府
洞
天
之
門
﹂・
﹁
至
大
元
年
戊
申
仲
冬

十
方
�
衆
打
(
﹂
の
銘
�
が
刻
ま
れ
る
石
門
を
實
見
し
た
が
︑
こ
れ

以
外
に
モ
ン
ゴ
ル
時
代
石
刻
は
確
{
で
き
な
か
っ
た
︒

(43
)

杉
山
正
�

(
一
九
九
〇
b
︑
四
五
二
～
四
五
三
頁
)︑
高
橋
�
治

(
一
九
九
一
︑
三
六
～
三
八
頁
︑
二
〇
一
一
︑
二
二
～
二
七
頁
)︑
中

村
淳
・
松
川
�

(
一
九
九
三
︑
一
七
～
一
八
頁
)︑
松
川
�

(一
九

九
五
︑
二
〇
〇
一
︑
一
六
～
一
八
︑
一
七
二
～
二
〇
二
頁
)︑
宮
紀

子

(二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
四
︑
一
九
八
～
二
〇
〇
頁
)︑
舩
田
善
之

(二
〇
〇
七
a
︑
二
～
三
頁
)︒

(44
)

以
下
︑
定
型
3
さ
れ
た
書
式
と
劃
一
3
さ
れ
た
內
容
に
つ
い
て
は
︑

松
川
�

(一
九
九
五
︑
三
九
頁
︑
二
〇
〇
一
︑
一
五
二
頁
)
が
分
析

し
た
'
(
に
基
づ
く
︒

(45
)

ハ
ル
ハ
ン
大
王
の
令
旨
に
つ
い
て
は
︑
﹁
指
令
一
﹂
﹁
指
令
二
﹂
の

內
容
は
︑
お
お
む
ね
定
型
3
・
劃
一
3
さ
れ
た
命
令
�
の
書
式
に
B

い
︒

(46
)

こ
の
令
旨
二
�
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
�
治

(
一
九
九
七
a
︑
一
四

四
～
一
四
六
頁
)
が
分
析
を
加
え
て
い
る
︒

(47
)

｢現
地
密
着
性
﹂
に
つ
い
て
は
︑
舩
田
善
之

(二
〇
一
一
c
︑
六

九
～
七
三
頁
)
も
參
照
︒
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參
考
�
獻

【和
�
︼

安
部
永
夫

一
九
三
八

｢元
代
﹁
投
下
﹂
の
語
原
考
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三−

六
︑
安
部
永
夫

(一
九
七
二
)︑
二
三
三
～
二
五
一
頁

安
部
永
夫

一
九
七
二

『元
代
�
の
硏
究
﹄
東
京
︑
創
�
社

天
野
哲
也
・
臼
杵

勳
・
菊
池
俊
彥

l

(二
〇
〇
六
)

『北
方
世
界
の
Þ
液
と
變
容

︱
︱

中
世
の
北
東
ア
ジ
ア
と
日
本
列
島
﹄
東
京
︑
山
川
出
版
社

飯
山
知
保

二
〇
〇
一

｢金
元
代
華
北
社
會
硏
究
の
現
狀
と
展
�
﹂﹃
�
滴
﹄
二
三
︑
五
二
～
七
一
頁

井
黑

忍

二
〇
一
二

｢水
利
碑
硏
究
序
說
﹂﹃
早
稻
田
大
學
高
等
硏
究
&
紀
)
﹄
四
︑
井
黑
忍

(
二
〇
一
三
a
)︑
一
七
～
三
一
頁

井
黑

忍

二
〇
一
三
a

『分
水
と
荏
配
：
金
・
モ
ン
ゴ
ル
時
代
華
北
の
水
利
と
農
業
﹄
東
京
︑
早
稻
田
大
學
出
版
部

井
黑

忍

二
〇
一
三
b

｢切
り
取
ら
れ
た
一
場
面

︱
︱

モ
ン
ゴ
ル
の
分
地
荏
配
に
見
る
水
の
分
配
と
管
理
﹂
井
黑
忍

(二
〇
一
三
a
)
︑
七
四
～
一
二
七

頁

(初
出
︑
井
黑
忍

(二
〇
一
一
)︻
中
�
︼)

井
黑

忍

二
〇
一
三
c

(�
)
｢高
橋
�
治
﹃
モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
敎
�
書
の
硏
究
﹄﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
七
二−

一
︑
一
六
七
～
一
七
八
頁

池
內

功

二
〇
〇
二

｢モ
ン
ゴ
ル
�
下
漢
人
世
侯
の
權
力
に
つ
い
て
﹂
野
口
鐵
郞
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
委
員
會

l
﹃
中
華
世
界
の
歷
�
�
展
開
﹄
東

京
︑
汲
古
書
院
︑
二
四
一
～
二
六
六
頁

岩
村

忍

一
九
六
二

｢五
戶
絲
と
元
�
の
地
方
制
度
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
三
二
︑
岩
村
忍

(
一
九
六
八
)
︑
四
〇
一
～
四
四
六
頁

岩
村

忍

一
九
六
八

『モ
ン
ゴ
ル
社
會
經
濟
�
の
硏
究
﹄
京
都
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
&

臼
杵

勳

l

二
〇
〇
七

『
�
部
科
學
省
科
學
硏
究
費
補
助
金

(特
別
硏
究
促
+
費
)
北
東
ア
ジ
ア
中
世
�
跡
の
考
古
學
�
硏
究
總
合
硏
究
會
a
料
集
﹄
江

別
︑
札
幌
大
學
人
�
學
部

宇
野
伸
浩

二
〇
〇
九

｢チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
S
©
生
硏
究
の
た
め
の
﹃
元
�
秘
�
﹄
と
﹃
集
�
﹄
の
比


考
察
﹂
松
田
孝
一

(
二
〇
〇
八
)︑
﹃
人
閒
:
境
學
硏

究
﹄
七
︑
五
七
～
七
四
頁

宇
野
伸
浩

二
〇
一
三

｢チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
と
ジ
ョ
チ
・
カ
サ
ル
﹂﹃
人
閒
:
境
學
硏
究
﹄
一
一
︑
一
五
三
～
一
六
五
頁

海
老
澤
哲
雄

一
九
六
一

｢元
代
食
邑
制
度
の
成
立
﹂﹃
歷
�
敎
育
﹄
九−

七
︑
一
九
～
二
四
︑
四
九
頁

海
老
澤
哲
雄

一
九
六
二

｢元
代
の
王
族
に
つ
い
て
﹂﹃
歷
�
敎
育
﹄
一
〇−

七
︑
五
二
～
五
八
頁

海
老
澤
哲
雄

一
九
六
六

｢元
�
の
封
邑
制
度
に
關
す
る
一
考
察
﹂﹃
�
潮
﹄
九
五
︑
三
二
～
五
一
頁
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大
隅
和
雄
・
村
井
違
介

l

一
九
九
七

『中
世
後
�
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
國
際
關
係
﹄
東
京
︑
山
川
出
版
社

岡
田
英
弘

一
九
八
五

｢元
�
秘
�
の
成
立
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
六
六−

一
・
二
・
三
・
四
︑
一
五
七
～
一
七
七
頁

岡
本
隆
司

l

二
〇
一
三

『中
國
經
濟
�
﹄
名
古
屋
︑
名
古
屋
大
學
出
版
會

小
澤
重
男

一
九
八
九

『元
�
秘
�
�
釋
續
攷

(下
)﹄
東
京
︑
風
閒
書
�

小
澤
重
男

一
九
九
四

『元
�
秘
�
﹄
東
京
︑
岩
波
書
店

愛
宕
松
男

一
九
四
一

｢李
璮
の
ì
亂
と
そ
の
�
義

︱
︱
蒙
古
�
治
下
に
お
け
る
漢
地
の
封
円
制
と
そ
の
州
縣
制
へ
の
展
開
︱
︱
﹂
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六−

四
︑
愛
宕
松
男

(一
九
八
八
)︑
一
七
五
～
一
九
八
頁

愛
宕
松
男

一
九
四
三

｢元
�
の
對
漢
人
政
策
﹂﹃
東
亞
硏
究
&
報
﹄
二
三
︑
愛
宕
松
男

(
一
九
八
八
)︑
三
一
～
一
三
二
頁

愛
宕
松
男

一
九
五
〇

｢蒙
古
人
政
權
治
下
の
漢
地
に
お
け
る
版
籍
の
問
題

︱
︱
特
に
乙
未
年
籍
・
壬
子
年
籍
;
び
至
元
七
年
籍
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
羽

田
o
士
�
曆
記
念
會

l
﹃
羽
田
o
士
頌
壽
記
念
東
洋
�
論
叢
﹄
京
都
︑
東
洋
�
硏
究
會
︑
愛
宕
松
男

(
一
九
八
八
)︑
二
一
一
～
二

五
五
頁

愛
宕
松
男

一
九
八
八

『愛
宕
松
男
東
洋
�
學
論
集

第
四
卷

元
�
�
﹄
東
京
︑
三
一
書
�

菊
池
俊
彥

l

二
〇
一
〇

『北
東
ア
ジ
ア
の
歷
�
と
�
3
﹄
札
幌
︑
北
海
�
大
學
出
版
會

小
林
高
四
郞

一
九
三
九

｢元
�
投
下
考
﹂﹃
日
吉
論
叢
﹄
一
︑
小
林
高
四
郞

(一
九
八
三
)
︑
二
五
～
五
八
頁

小
林
高
四
郞

一
九
八
三

『モ
ン
ゴ
ル
�
論
考
﹄
東
京
︑
雄
山
閣
出
版

杉
山
正
�

一
九
七
八

｢モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
原
宴

︱
︱
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
一
族
分
封
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三
七−

一
︑
杉
山
正
�

(二

〇
〇
四
)︑
二
八
～
六
一
頁

杉
山
正
�

一
九
九
〇
a

｢元
代
蒙
漢
合
璧
命
令
�
の
硏
究

(一
)﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
五
︑
杉
山
正
�

(
二
〇
〇
四
)
︑
三
七
二
～
四
〇
二
頁
︑

圖
版
二
六
～
二
七

杉
山
正
�

一
九
九
〇
b

｢草
堂
寺
闊
端
太
子
令
旨
碑
の
譯
n
﹂﹃
�
窓
﹄
四
七
︑
杉
山
正
�

(
二
〇
〇
四
)
︑
四
二
五
～
四
五
六
頁
︑
圖
版
二
八
～
二
九

杉
山
正
�

一
九
九
三

｢八
不
沙
大
王
の
令
旨
碑
よ
り
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
五
二−
三
︑
杉
山
正
�

(
二
〇
〇
四
)
︑
一
八
七
～
二
四
〇
頁

杉
山
正
�

一
九
九
五

｢大
元
ウ
ル
ス
の
三
大
王
國

︱
︱
カ
イ
シ
ャ
ン
の
奪
權
と
そ
の
S
後
︱
︱

(上
)
﹂
﹃
京
都
大
學
�
學
部
硏
究
紀
)
﹄
三
四
︑
九
二
～

一
五
〇
頁

杉
山
正
�

一
九
九
六
a

｢モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
硏
究
の
現
狀
と
課
題
﹂
宋
元
時
代
�
の
基
本
問
題
l
集
委
員
會

l
﹃
宋
元
時
代
�
の
基
本
問
題
﹄
東
京
︑
汲

古
書
院
︑
四
九
七
～
五
二
八
頁
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杉
山
正
�

一
九
九
六
b

『モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
興
¨
︿
下
﹀
︱
︱
世
界
經
營
の
時
代
﹄
東
京
︑
�
談
社

杉
山
正
�

一
九
九
七

｢碑
は
た
ち
あ
が
り
歷
�
は
蘇
る
﹂
杉
山
正
�
・
北
川
c
一

(一
九
九
七
)
︑
一
七
七
～
一
九
八
頁

杉
山
正
�

二
〇
〇
〇

『世
界
�
を
變
貌
さ
せ
た
モ
ン
ゴ
ル

︱
︱

時
代
�
の
デ
ッ
サ
ン
﹄
東
京
︑
角
川
書
店

杉
山
正
�

二
〇
〇
四

『モ
ン
ゴ
ル
�
國
と
大
元
ウ
ル
ス
﹄
京
都
︑
京
都
大
學
學
Ü
出
版
會

杉
山
正
�
・
北
川
c
一

一
九
九
七

『大
モ
ン
ゴ
ル
の
時
代
﹄
(世
界
の
歷
�
九
)
東
京
︑
中
央
公
論
社

周
�
吉
之

一
九
五
四

｢̀

宋
時
代
の
a
料
に
見
え
る
頭
項
・
頭
下
と
探
馬

︱
︱
遼
・
元
の
投
下
と
の
關
聯
に
於
い
て
︱
︱
﹂﹃
駒
澤
�
學
﹄
四
︑
周
�
吉

之

(一
九
六
四
)︑
六
五
五
～
六
八
四
頁

周
�
吉
之

一
九
六
九

『宋
代
�
硏
究
﹄
東
京
︑
東
洋
�
庫

高
橋
�
治

一
九
九
一

｢太
宗
オ
ゴ
デ
イ
癸
巳
年
皇
�
V
旨
譯
n
﹂﹃
È
手
門
學
院
大
學
�
學
部
紀
)
﹄
二
五
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
三
三
～
六
七
頁

高
橋
�
治

一
九
九
五

｢モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
眞
敎
�
書
の
硏
究

(一
)﹂﹃
È
手
門
學
院
大
學
�
學
部
紀
)
﹄
三
一
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)
︑
一
〇
四
～
一

三
〇
頁

高
橋
�
治

一
九
九
七
a

｢モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
眞
敎
�
書
の
硏
究

(二
)﹂﹃
È
手
門
學
院
大
學
�
學
部
紀
)
﹄
三
二
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
一
三
一
～

一
六
四
頁

高
橋
�
治

一
九
九
七
b

｢モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
眞
敎
�
書
の
硏
究

(三
)﹂﹃
È
手
門
學
院
大
學
�
學
部
紀
)
﹄
三
三
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
一
六
五
～

二
〇
六
頁

高
橋
�
治

一
九
九
九

｢ク
ビ
ラ
イ
の
令
旨
二
�

︱
︱
も
う
一
つ
の
﹁
�
佛
論
爭
｣
︱
︱
﹂﹃
ア
ジ
ア
�
3
學
科
年
報
﹄
二
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
八

七
～
一
〇
三
頁

高
橋
�
治

二
〇
〇
六

｢阿
識
罕
大
王
の
令
旨
を
め
ぐ
っ
て
﹂
淺
見
洋
二

l
﹃
テ
ク
ス
ト
の
讀
解
と
傳
承
﹄
豐
中
︑
大
阪
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科
廣
域
�

3
表
現
論
�
座
共
同
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
四
〇
二
～
四
三
六
頁

高
橋
�
治

二
〇
一
〇

｢一
二
五
八
年
山
西
�
山
縣
天
V
宮
給
�
二
碑
札
記
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
二
五
︑
高
橋
�
治

(二
〇
一
一
)︑
二
〇
七
～
二

二
四
頁

高
橋
�
治

二
〇
一
一

『モ
ン
ゴ
ル
時
代
�
敎
�
書
の
硏
究
﹄
東
京
︑
汲
古
書
院

チ
ョ
ク
ト

二
〇
一
一

｢﹃
元
�
秘
�
﹄
の
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に

︱
︱

中
國
に
お
け
る
﹃
元
�
秘
�
﹄
硏
究
の
問
題
を
中
心
に
﹂
早
稻
田
大
學
モ
ン
ゴ

ル
硏
究
&

(二
〇
一
一
)︑
二
四
～
四
三
頁

中
村
和
之

一
九
九
二

｢﹃
北
か
ら
の
蒙
古
襲
來
﹄
小
論

︱
︱
元
�
の
サ
ハ
リ
ン
Ç
攻
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
﹃
�
�
﹄
二
五
︑
一
～
九
頁
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中
村
和
之

一
九
九
七

｢十
三
～
十
六
世
紀
の
:
日
本
海
地
域
と
ア
イ
ヌ
﹂
大
隅
和
雄
・
村
井
違
介

(
一
九
九
七
)
︑
一
四
五
～
一
七
八
頁

中
村
和
之

二
〇
〇
六

｢金
・
元
・
�
�
の
北
東
ア
ジ
ア
政
策
と
日
本
列
島
﹂
天
野
哲
也
・
臼
杵
勳
・
菊
池
俊
彥

(
二
〇
〇
六
)︑
一
〇
〇
～
一
二
一
頁

中
村
和
之

二
〇
〇
七

｢金
・
元
代
の
ア
ム
ー
ル
川
下
液
域
に
お
け
る
據
點
の
形
成
﹂
臼
杵
勳

(二
〇
〇
七
)︑
二
九
～
三
二
頁

中
村
和
之

二
〇
一
〇

｢北
か
ら
の
蒙
古
襲
來
﹂
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂
菊
池
俊
彥

(二
〇
一
〇
)︑
四
一
三
～
四
三
〇
頁

中
村

淳
・
松
川

�

一
九
九
三

｢
怨
發
現
の
蒙
漢
合
璧
少
林
寺
V
旨
碑
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
八
︑
一
～
九
二
頁
︑
圖
版
一
～
八

野
口
周
一

一
九
八
四

｢元
代
武
宗
�
の
王
號
Á
與
に
つ
い
て

︱
︱
『元
�
﹄
諸
王
表
に
關
す
る
一
考
察
︱
︱
﹂
岡
本
敬
二
先
生
�
官
記
念
論
集
刊
行
會

l

﹃
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
お
け
る
社
會
と
�
3

︱
︱
岡
本
敬
二
先
生
�
官
記
念
論
集
︱
︱
﹄
東
京
︑
國
書
刊
行
會
︑
二
七
三
～
三
〇
六

頁

野
口
周
一

一
九
八
六

｢元
代
後
©
�
の
王
號
Á
與
に
つ
い
て
﹂﹃
�
學
﹄
五
六−

二
︑
五
三
～
八
三
頁

�
原
崇
人

二
〇
〇
五

｢元
代
華
北
に
お
け
る
僧
官
の
設
置
形
態
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
二
〇
︑
二
三
～
四
三
頁

舩
田
善
之

二
〇
〇
五

｢靈
巖
寺
執
照
碑
﹂
碑
陽
&
刻
�
書
を
�
し
て
み
た
元
代
�
書
行
政
の
一
斷
面
﹂
﹃
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
�
3
硏
究
﹄
七
〇
︑
八

一
～
一
〇
五
頁

舩
田
善
之

二
〇
〇
七
a

｢蒙
�
直
譯
體
の
展
開

︱
︱
｢靈
巖
寺
V
旨
碑
﹂
の
事
例
硏
究
︱
︱
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
�
硏
究
﹄
二
二
︑
一
～
二
〇
頁

舩
田
善
之

二
〇
〇
七
b

｢蒙
�
直
譯
體
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
政
權
に
お
け
る
公
�
書
q
譯
シ
ス
テ
ム
の
端
緖
︱
︱
﹂
﹃
語
學
敎
育
フ
ォ
ー

ラ
ム
﹄
一
三
︑
七
～
一
九
頁

舩
田
善
之

二
〇
一
一
a

｢モ
ン
ゴ
ル
語
直
譯
體
の
漢
語
へ
の
影



︱
︱
モ
ン
ゴ
ル
�
國
の
言
語
政
策
と
漢
語
世
界
︱
︱
﹂
﹃
歷
�
學
硏
究
﹄
八
七
五
︑
一

～
一
二
︑
六
四
頁

舩
田
善
之

二
〇
一
一
b

｢ハ
ル
ハ
ン
大
王
と
寧
海
王
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
令
旨
碑
﹂﹃
一
三
︑
一
四
世
紀
東
ア
ジ
ア
�
料
�
信
﹄
一
五
︑
一
〇
～
一
五
頁

舩
田
善
之

二
〇
一
一
c

｢石
刻
�
料
が
拓
く
モ
ン
ゴ
ル
�
國
�
硏
究
︱
︱
華
北
地
域
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
早
稻
田
大
學
モ
ン
ゴ
ル
硏
究
&

(二
〇
一
一
)︑

六
五
～
九
〇
頁

堀
江
Ö
�

一
九
八
五

｢テ
ム
ゲ
=オ
ッ
チ
ギ
ン
と
そ
の
子
孫
﹂﹃
東
洋
�
苑
﹄
二
四
･二
五
︑
二
二
五
～
二
七
〇
頁

堀
江
Ö
�

一
九
九
〇

｢ナ
ヤ
ン
の
反
亂
に
つ
い
て

(上
)﹂﹃
東
洋
�
苑
﹄
三
四
･三
五
︑
七
三
～
九
一
頁

松
川

�

一
九
九
五

｢大
元
ウ
ル
ス
命
令
�
の
書
式
﹂﹃
待
�
山
論
叢

�
學
 
﹄
二
九
︑
二
五
～
五
二
頁

松
川

�

二
〇
〇
一

『一
三
～
一
四
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
時
代
發
令
�
の
硏
究
﹄
京
都
︑
松
香
堂

松
田
孝
一

一
九
七
八

｢モ
ン
ゴ
ル
の
漢
地
瓜
治
制
度

︱
︱
分
地
分
民
制
度
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
待
�
山
論
叢

�
學
 
﹄
一
一
︑
三
三
～
五
四
頁
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松
田
孝
一

一
九
七
九

｢元
�
�
の
分
封
制

︱
︱
安
西
王
の
事
例
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
�
學
雜
誌
﹄
八
八−

八
︑
三
七
～
七
四
頁

松
田
孝
一

一
九
八
〇

｢フ
ラ
グ
家
の
東
方
領
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
三
九−

一
︑
三
五
～
六
二
頁

松
田
孝
一

一
九
九
二

｢チ
ャ
ガ
タ
イ
家
千
戶
の
陜
西
南
部
ñ
屯
軍
團

(上
)﹂﹃
國
際
硏
究
論
叢
﹄
五−

二
︑
六
七
～
八
五
頁

松
田
孝
一

一
九
九
三

｢チ
ャ
ガ
タ
イ
家
千
戶
の
陜
西
南
部
ñ
屯
軍
團

(下
)﹂﹃
國
際
硏
究
論
叢
﹄
五−

三
・
四
︑
三
五
～
五
〇
頁

松
田
孝
一

l

二
〇
〇
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for the spirit. In the latter half of the Northern Dynasties, this problem was

resolved, and the seat of the spirit was made independent of the location of the

coffin (corpse) that was set on funerary furnishings, and this new burial custom

was carried on to tombs of the Sui and the Tang dynasties.

THE SIGNIFICANCE OF INSCRIBING EDICTS IN LOCAL SOCIETIES

OF NORTHERN CHINA DURING THE MONGOL PERIOD :

ACTIVITIES OF THE DAΓARITAI FAMILY AND OPERATIONS

OF QUANZHEN SECT IN THE FAMILYʼS APPANAGE

FUNADA Yoshiyuki

This paper aims to elucidate the multilateral relations among Mongol princes,

Taoist priests, and local officials during the Mongol period through an analysis of

the stone inscriptions found in Ninghai Prefecture 寧海州 (todayʼs prefecture-level

cities of Yantai and Weihai, Shandong Province 山東省煙臺市・威海市). I focus in

particular on two edicts of Mongol princes whose rule characterized Northern

China and consider the significance of the issuance edicts and stone inscriptions by

the Mongol rulers for local societies across Northern China. I specifically analyze

two stone inscriptions, Dawang Qalqanʼs edict 哈魯罕大王令旨 and Ninghai Wang

Ismāʻīlʼs edict 寧海王亦思馬因令旨 and consider how the activities of princes from

the Daγaritai family affected the local societies in their appanage. I stress the

significance of edicts issued by Mongol rulers and their inscriptions, which is one of

the central problems in understanding Mongol rule in Northern China.

First, by means of verifying related inscriptions and historical sources, I

confirmed that the issue dates, the Years of the Horse and the Dog, were 1294 and

1310, respectively. Furthermore, I proposed that the Daγaritai familyʼ s home

domain was located along the northeastern margin of the Mongolian Plateau since

one of these edicts was issued at Heilongjiang 黑龍江, i. e. along the Amur River.

This location was parallel with its appanage, located in Ninghai Prefecture at the

northeastern edge of Northern China. In addition, this suggests the possibility that

the description of Daγaritai in the Secret History of the Mongols was written or

revised after the 1260ʼs since it was based on the condition of the Daγaritai family

during the Qubilai era. Next, I investigated the features and values of these two

inscriptions, which reflect Mongol princesʼ autonomy from the central government,
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and the historical background of Eastern princes around the time of Nayan and

Qadaγan’s rebellion.

Finally, after having examined the value and significance of the two edicts, I

argued the impact that Mongol rulersʼ edicts and the stone inscription recording

them had on local society. I observed that Ismāʻīlʼs edict played an important role in

the process of the reburial of the female Taoist priest Tang Si Xiangu 唐四仙姑,

which began with a local officialʼs visit to a Donghua Temple 東華宮. This example

was a result of the open public nature of stone inscriptions, which was a notable

feature of this medium. It was also caused by practical utility of the stone inscrip-

tions.

From the above, we have confirmed that Mongol rulersʼ edicts and stone

inscriptions promulgating them had the potential to significantly impact local

societies. Although priests and local officials played the central role in local

religious activities, Mongol rulersʼ involvement with them requires our attention as

well. The discussion in this paper has shown one practical case of the triangular

interplay in local societies during the Mongol period.

STATE RELIGIOUS SERVICES OF THE MING DYNASTY AND

BUDDHISM, TAOISM AND LOCAL GODS

ASAI Motoi

The Ming dynasty advanced a policy that protected Buddhism and Taoism as

teachings supplementing the fundamental Confucianism of the dynasty from its

early stages. The Department of Rites 禮部 of the Ming government regulated

Buddhist and Taoist establishments, imposing examinations of scriptural knowledge

on Buddhist and Taoist priests and limiting their number. Moreover, the Ming

dynasty had Buddhist and Taoist temples conduct a portion of the Confucian stateʼs

ritual system, and during important state ceremonies, such as state religious

services, memorial services and political reflection 修省, bureaucrats were

dispatched, and religious rites were performed. It can be said that Buddhism and

Taoism were substantially incorporated into the framework of state religious

services and in turn into the system of state rituals.

Furthermore, many local gods associated with folk belief were also incorpo-

rated into state religious services. Some of these local gods were originally human
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